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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

 

回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期

決算年月 2018年12月 2019年12月 2020年12月 2021年12月 2022年12月

売上高 (百万円) 2,749 2,188 2,182 2,132 1,921

経常利益又は
経常損失（△）

(百万円) 16 △159 △90 △142 61

親会社株主に帰属する
当期純利益
又は親会社株主に帰属
する当期純損失（△）

(百万円) 2 △179 △128 △176 11

包括利益 (百万円) 1 △179 △121 △155 20

純資産額 (百万円) 2,217 1,986 1,871 1,715 1,788

総資産額 (百万円) 4,128 3,536 4,103 3,957 4,282

１株当たり純資産額 (円) 322.91 288.22 261.78 237.66 247.45

１株当たり
当期純利益又は
当期純損失（△）

(円) 0.33 △26.20 △18.65 △25.62 1.70

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

(円) 0.32 － － － 1.69

自己資本比率 (％) 53.71 56.07 44.01 41.51 39.97

自己資本利益率 (％) 0.10 △8.57 △6.78 △10.25 0.70

株価収益率 (倍) 2,151.52 － － － 135.80

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △314 △788 △113 △30 △10

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △28 △465 △632 △198 △29

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △89 △82 697 △70 194

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円) 2,591 1,255 1,211 932 1,097

従業員数
〔ほか、平均臨時
雇用人員〕

(名)
104 108 93 95 95

〔890〕 〔1,011〕 〔1,048〕 〔1,053〕 〔1,025〕
 

(注) １．従業員数は就業人員数であり、〔　〕書は外書で臨時雇用人員(パート等)の年間平均雇用人員数を記載して

おります。

２．第19期、第20期及び第21期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であ

るため記載しておりません。

３．第19期、第20期及び第21期の株価収益率については、当期純損失であるため記載しておりません。

４．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第22期の期首から適用してお

り、第22期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
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(2) 提出会社の経営指標等

 

回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期

決算年月 2018年12月 2019年12月 2020年12月 2021年12月 2022年12月

売上高 (百万円) 2,988 2,226 2,143 2,085 1,901

経常利益又は
経常損失（△）

(百万円) 103 △138 △103 △158 56

当期純利益又は
当期純損失（△）

(百万円) 63 △159 △136 △190 9

資本金 (百万円) 994 995 995 995 996

発行済株式総数 (株) 6,866,800 6,881,000 6,898,800 6,910,800 6,917,400

純資産額 (百万円) 2,277 2,063 1,873 1,683 1,655

総資産額 (百万円) 4,178 3,613 4,106 3,926 4,147

１株当たり純資産額 (円) 331.62 299.90 271.60 243.64 239.39

１株当たり配当額
(うち１株当たり
中間配当額)

(円)
8.00 8.00 － － －
(－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり
当期純利益又は
当期純損失（△）

(円) 9.21 △23.17 △19.85 △27.55 1.38

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益

(円) 9.06 － － － 1.37

自己資本比率 (％) 54.50 57.10 45.63 42.88 39.92

自己資本利益率 (％) 2.78 △7.33 △6.94 △10.69 0.57

株価収益率 (倍) 77.09 － － － 167.76

配当性向 (％) 86.86 － － － －

従業員数
〔ほか、平均臨時
雇用人員〕

(名)
103 107 91 93 93

〔890〕 〔1,011〕 〔1,048〕 〔1,053〕 〔1,025〕

株主総利回り
(比較指標：東証マザー
ズ指数)

(％)
27.4 32.7 22.8 16.4 9.6
(65.9) (72.8) (97.1) (80.2) (59.3)

最高株価 (円) 2,891 1,234 893 700 444

最低株価 (円) 606 686 477 400 210
 

(注) １．従業員数は就業人員数であり、〔　〕書は外書で臨時雇用人員(パート等)の年間平均雇用人員数を記載して

おります。

２．最高株価及び最低株価は2022年４月３日以前は東京証券取引所マザーズ市場におけるものであり、2022年４

月４日以降は東京証券取引所グロース市場におけるものであります。

３．第19期、第20期及び第21期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であ

るため記載しておりません。

４．第19期、第20期及び第21期の株価収益率及び配当性向については、当期純損失であるため、第22期の配当性

向については、配当を実施していないため記載しておりません。

５．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第22期の期首から適用してお

り、第22期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
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２ 【沿革】
 

年月 事項

2001年11月 不動産の有効活用のコンサルタント等を目的とする会社として、宮崎県宮崎市吉村町に現当社

代表取締役社長児玉康孝が株式会社ケーディーエム(現当社)を資本金12,200千円で設立

2002年12月 コインランドリー店舗の事業物件の管理を目的として城ヶ崎店(宮崎県宮崎市)、大島通線店(宮

崎県宮崎市)を同時出店し、フランチャイズ(以下、「ＦＣ」という)事業及び店舗管理事業を開

始

2004年２月 管理カメラとコインランドリー機器の遠隔操作を組み合わせたコインランドリー遠隔管理シス

テムで、宮崎県初のビジネスモデル(特許第3520449号「コインランドリー管理システム」)特許

取得

2005年12月 本店を宮崎県宮崎市橘通東に移転、商号をＷＡＳＨハウス株式会社に変更

2006年12月 福岡支店(福岡市博多区)及び宮崎支店(現本店営業部)を設置

2008年３月 サービス産業生産性協議会「第２回ハイ・サービス日本300選」を受賞

2008年８月 店内タッチパネル装置でコインランドリー機器のトラブルを、お客様自身にて復旧できるコイ

ンランドリー管理システムとして、ビジネスモデル特許取得(コインランドリー管理システム－

特許第4172043号)

2008年10月 本店を宮崎県宮崎市日ノ出町に移転

2009年５月 坂之上店（鹿児島県鹿児島市）をＦＣ店舗にて出店、100号店オープン

2009年８月 管理カメラとコインランドリー機器の遠隔操作を組み合わせたコインランドリー遠隔管理シス

テムで、中国特許取得(コインランドリー管理システム－特許第ＺＬ200480016474.Ｘ号)

2009年11月 管理カメラとコインランドリー機器の遠隔操作を組み合わせたコインランドリー遠隔管理シス

テムで、韓国特許取得(コインランドリー管理システム－特許第10-930450号)

2010年１月 店内タッチパネル装置から、無料利用券をＩＣ内蔵のプラスチックカードやプリペイドカー

ド、又は携帯電話に取り込むことができるビジネスモデル特許取得(コインランドリー管理シス

テム－特許第4441796号)

2012年12月 本店を宮崎県宮崎市新栄町に移転

2014年５月 広島支店(広島市東区)を設置し、広島八幡店(広島市佐伯区)を直営にて出店、広島県に進出

2014年12月 イオンタウン田崎店(熊本県熊本市)をＦＣ店舗にて出店、200号店オープン

2015年１月 大分営業所(大分県大分市)を設置

2015年４月 大阪支店(大阪市西区)を設置

2015年10月 東京支店(東京都中央区)を設置

一般社団法人全国コインランドリー管理業協会(2003年12月設立)（現連結子会社）の社員の地

位(100％)を当社代表取締役社長児玉康孝から取得

2015年12月 富田林甲田店(大阪府富田林市)、東大阪柏田東店(大阪府東大阪市)を直営にて同時出店、大阪

府へ進出

2016年２月 熊本営業所(熊本県熊本市)を設置

2016年３月 Ｄ＆Ｄ行橋店(福岡県行橋市)をＦＣ店舗にて出店、300号店オープン

2016年６月 大村富の原店(長崎県大村市)をＦＣ店舗にて出店、長崎県へ進出

2016年７月 新宿７丁目店(東京都新宿区)ならびに深川冬木店(東京都江東区)を直営にて同時出店、東京都

へ進出

2016年11月 東京証券取引所マザーズ市場及び福岡証券取引所Ｑ－Ｂｏａｒｄ市場に新規上場

2017年１月 400号店オープン

2017年３月 山口営業所(山口県山口市)、長崎営業所(長崎県大村市)を設置

2017年６月 岡山西大寺店（岡山県）をＦＣ店舗にて出店、岡山県へ進出

高松木太川西店（香川県）をＦＣ店舗にて出店、香川県へ進出

宇和島和霊店（愛媛県）をＦＣ店舗にて出店、愛媛県へ進出

2017年11月 加西北条店（兵庫県）をＦＣ店舗にて出店、兵庫県へ進出

2017年12月 株式会社宮崎太陽銀行との提携ローンを開始

春日井八田店（愛知県）をＦＣ店舗にて出店、愛知県へ進出

橿原神宮前店（奈良県）をＦＣ店舗にて出店、奈良県へ進出

徳島中吉野店（徳島県）をＦＣ店舗にて出店、徳島県へ進出

500号店オープン
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年月 事項

2018年２月 愛知営業所（愛知県名古屋市）を設置

2018年３月 宮崎県宮崎市にＷＡＳＨＨＯＵＳＥフィナンシャル株式会社（現連結子会社）を設立

2018年７月 東金中橋店（千葉県）を直営店舗にて出店、千葉県へ進出

2018年８月 青森沖館店（青森県）を直営店舗にて出店、青森県へ進出

2018年12月 久喜鷺宮店（埼玉県）をＦＣ店舗にて出店、埼玉県へ進出

四日市十志町店（三重県）をＦＣ店舗にて出店、三重県へ進出

2019年１月 川崎大島１丁目店（神奈川県）をＦＣ店舗にて出店、神奈川県へ進出

2019年３月 洗剤工場用地を取得（宮崎県宮崎市 約6,600㎡（約2,000坪））

災害時用ＷＡＳＨハウス移動式ランドリー車を開発

2019年６月 タイ王国にＷＡＳＨＨＯＵＳＥ（Ｔｈａｉｌａｎｄ） ＣＯ．，ＬＴＤ．（現連結子会社）を設
立

2019年10月 宮崎県と「災害時における洗濯環境の提供に関する協定」を締結

2019年11月 美濃加茂新池町（岐阜県）をＦＣ店舗にて出店、岐阜県へ進出

2019年12月 中華人民共和国にＷＡＳＨＨＯＵＳＥ（Ｓｈａｎｄｏｎｇ） ＣＯ．，ＬＴＤ．（現連結子会

社）を設立

2020年４月 コインランドリー用スマホ決済アプリ「ＷＡＳＨハウスアプリ」をリリース

2021年２月 ＷＡＳＨハウス株式会社宮崎工場落成（宮崎県宮崎市）

2021年８月 広告事業に関する特許（特許第6924337号「情報処理システム」）を取得

2021年９月 ウェルネス八屋店（鳥取県）をＦＣ店舗にて出店、鳥取県へ進出

2022年４月 東京証券取引所の市場区分の見直しによりマザーズ市場からグロース市場へ移行
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３ 【事業の内容】

当社グループは、当社および連結子会社４社で構成されており、コインランドリーの企画、開発、運営、システム

の提供を行うコインランドリー事業、資金融資を行うファイナンス事業を展開しております。

なお、当社グループはコインランドリー事業を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいた

め、セグメント情報に代えてコインランドリー事業における主要な部門別の記載としております。

 
(1) コインランドリー事業について

当社のコインランドリー「ＷＡＳＨハウス」は、単にコインランドリー機器を販売し、それを購入したオーナー

が運営するコインランドリーと異なり、出店後における店舗管理についても当社が行うことにより、ＦＣオーナー

に代わり店舗利用者に気持ち良くご利用いただけるようなサービスを提供し続けることを目指しております。

その内容につきましては、以下のとおりであります。

①　ＦＣ部門について

ＦＣ部門においては当社が出店候補地を選定し、ＦＣオーナーとの間で「ＷＡＳＨハウス」ブランドの店舗の

設計、内装工事、機器の設置等をパッケージ化した「ＷＡＳＨハウスコインランドリーシステム一式」（以下、

「ＦＣパッケージ」という。）を販売するほか、オープンに際しての広告等の開業準備費用、ＦＣ加盟金を受領

しております。

②　店舗運営部門について

当社はＦＣ店舗、直営店舗に関わらず、すべての店舗を管理運営しております。（全店舗一括管理運営方式）

ＦＣ店舗においては、店舗の「安心・安全・清潔」を維持する為に、24時間365日受付のコールセンター、管理カ

メラと遠隔コントロールによる即時サポート、毎日の点検・清掃、洗剤の補充、メンテナンス巡回、広告活動等

などのサービスを提供し、これらに係る対価を受領しております。なお、店舗収支を含む運営状況を月次でＦＣ

オーナーに報告し、月次で集金した売上金から差し引くことによりＦＣオーナーからコインランドリー管理収入

を受領しております。

このように当社のＦＣシステムではＦＣオーナーが店舗を管理する業務から解放されるため、初期投資コスト

さえ負担できれば複数の店舗を保有し、地域分散による収益変動リスクを低減することが容易に行える特徴があ

ります。

直営店舗は、コインランドリー「ＷＡＳＨハウス」を直営店として展開し、店舗利用者から洗濯機、乾燥機の

利用料を受領しております。また、新しい販売促進手法を先行して実行し、マーケティングノウハウ等の醸成を

図り、ＦＣ店舗へ展開する等の役割も担っております。

上記以外につきましては、コインランドリーの経費精算業務等に伴う業者からの事務手数料収入などの収益を受

領しております。
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(2) 当社店舗の特徴について

当社が提供するコインランドリー「ＷＡＳＨハウス」は、従前からの「暗い・汚い・怖い」というイメージのコ

インランドリーとは異なり、女性や小さいお子様のいるファミリー層をターゲットとする「安心・安全・清潔」な

店舗を統一ブランドで提供することを目指しております。

以前は「家事の手抜き」の一つにも数えられたコインランドリーですが、女性就労率の増加や高層マンションの

普及、及びライフワークの変化などから、自宅の洗濯機よりも一度に大量にかつ洗濯・乾燥の時間を短縮できるコ

インランドリーへの関心が高まっている状況にあります。

特に、健康志向の高まりのなかで、ダニやアレルギー対策として布団やじゅうたんなどの大物洗いの利用が注目

されており、また子供のスニーカーを洗濯・乾燥できる機器を備えるコインランドリーへのニーズが高まりつつあ

ります。

こうしたなかで当社は、標準的な店舗で最大22ｋｇまでの洗濯機や、最大25ｋｇに対応する乾燥機を備えるほ

か、スポーツシューズや通学用のスニーカー等が洗えるスニーカーランドリーや無料で使用できるシミ抜き用の機

器も提供し、消費者のニーズに対応しております。

さらに管理カメラで24時間、店舗をモニターで管理しており、本社から遠隔操作でランドリー機器をコントロー

ルできるＩｏＴ型ランドリー機器を導入しており、無人店舗でありながら、あたかも有人店舗であるようなリアル

タイムのサポートを提供できる状況を、すべての店舗において提供し、安全にご利用いただける仕組みを構築して

おります。

また、使用している洗剤の成分表示や乾燥機の温度表示を明示することで、安心して消費者が利用できる配慮も

行っております。

各店舗は２名程度の清掃スタッフが担当し、乾燥機のフィルター清掃や洗濯機の消毒など毎日店舗の清掃を行っ

ており、清潔な店舗を維持するよう努めております。

　

店舗写真（イメージ）
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(3) 事業系統図

当社グループ事業の系統図を示すと以下のとおりとなります。

 

※上記矢印は、役務の流れを示しております。
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４ 【関係会社の状況】
 

名称 住所
資本金又は
出資金

主要な事業
の内容

議決権の所有
 (又は被所有)
 割合(％)

関係内容

(連結子会社)      

ＷＡＳＨＨＯＵＳＥフィナン
シャル株式会社

宮崎県宮崎市 35百万円

当社コインラ
ンドリー事業
のファイナン
ス
 

100
役員の兼任　３名
資金援助

一般社団法人全国コインラン
ドリー管理業協会

宮崎県宮崎市 ―

コインランド
リー店舗の健
全な運営に係
る運営基準の
策定及びその
啓蒙活動

― 役員の兼任　３名

 ＷＡＳＨＨＯＵＳＥ
（Ｔｈａｉｌａｎｄ）
ＣＯ．，ＬＴＤ．
（注）１

タイ王国ナコーンパト
ム県

2百万バーツ

コインランド
リー「ＷＡＳ
Ｈハウス」の
フランチャイ
ズ事業・運営
事業

48 役員の兼任　１名

 ＷＡＳＨＨＯＵＳＥ
（Ｓｈａｎｄｏｎｇ）
 ＣＯ．，ＬＴＤ．
（注）２

中華人民共和国山東省

青島市
10百万人民元

コインランド
リー機器の技
術開発

60 役員の兼任　３名

 

（注）１．持分は、100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としております。

２．特定子会社であります。

 
５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

2022年12月31日現在

従業員数(名) 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与(千円)

95 〔1,025〕 42歳9か月 4年2か月 3,980
 

 

(注) １．従業員数は就業人員数であり、〔　〕書は外書で臨時従業員(パート等)の年間平均雇用人員数であり、主に

店舗の清掃業務を行っている人員であります。
２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
３．当社グループは、コインランドリー事業を主な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいた

め、他のセグメントの情報を省略しております。

 
(2) 提出会社の状況

2022年12月31日現在

従業員数(名) 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与(千円)

93 〔1,025〕 42歳9か月 4年2か月 4,007
 

(注) １．従業員数は就業人員数であり、〔　〕書は外書で臨時従業員(パート等)の年間平均雇用人員数であり、主に
店舗の清掃業務を行っている人員であります。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
３．当社は、コインランドリーシステムの提供を行う単一セグメントであるため、セグメントの記載を省略して

おります。

 

(3) 労働組合の状況

当社において労働組合は結成されておりません。

なお、労使関係については良好であり、特記すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

　文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

 
(1) 会社の経営の基本方針

当社は、「全ての発想をお客様の立場で考えることを基準とし、真に社会から必要とされる存在であり続け

る」ことを企業理念としております。

当社はＦＣ店舗数に比例して得ることができる店舗管理収入によるストックビジネスでの安定した経営基盤

を築くことを基本方針としております。

 
(2) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等、中長期的な会社の経営戦略

当社は、（１）会社の経営の基本方針で記載したとおり、店舗管理収入による安定した経営基盤を築くこと

を基本方針としているため、売上高を重要な指標としております。ＦＣ店舗数を増加させることで、安定した

ストックビジネスによる収入も増加することから、ＦＣ出店数及び在庫数の増加に注力しております。

中長期的な経営戦略としては、ＦＣ店舗を加速度的に増加させることはもちろん、洗剤の自社製造を始めと

する、コインランドリー周辺事業ならびに関連事業へ進出する予定であります。将来的には、これら新規事業

とストックビジネスとを合わせて展開し、事業規模の拡大と収益性の両面を追求し、継続的に安定した経営基

盤と財務体質の維持を築いていく方針であります。

 
(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

コインランドリー業界につきましては、生活スタイルの変化やアレルギーに対する関心の高まり等により、

店舗数が増加し競争が激化することが予想されます。

このような状況の下、当社グループは過年度から継続して物件の現地調査活動や地主様及びＦＣオーナー様

への訪問面談などを行い、新規出店を行っております。

継続的な事業の発展及び経営基盤の安定を図り、「安心、安全、清潔」な店舗をご利用いただけるようにす

るためには、現在の店舗の基本コンセプトは守りつつも、出店地域における消費者の家族構成、住居形態、住

宅地の立地、交通アクセスなどに応じた店舗フォーマットの開発や修正を行い、タイムリーに市場へ投入して

いく体制を整える必要があると考えております。

今回新しく開発した、当社がオーナー様へ新規出店する際に提供する「ＷＡＳＨハウスパッケージ」は、コ

インランドリー店舗としての収益性を保ちつつ、ミニマルな店舗建築としたことにより、従来4,000万円程度で

あった標準出店コストを3,150万円程度に圧縮することを実現しております。

「投資回収期間の短縮による投資効率の向上」や「金融機関等からの資金調達」について多くの好意的な評

価の声をいただいており、この新しいパッケージは2023年12月期から当社店舗網の伸長に大きく寄与するもの

と見込んでおります。

また、中長期的な経営戦略として取り組んできたＷＡＳＨハウスアプリの開発により、2022年12月期からメ

ディア事業部を創設し、広告事業をスタートさせるなど、コインランドリー周辺事業ならびに関連事業の拡大

を進めております。

ＷＡＳＨハウスアプリは、キャッシュレス決済機能などお客様へのサービス向上に寄与する機能とともに、

広告収入を得られる広告配信システムから構成されており、2023年1月末時点の累計ダウンロード数は33万を超

え、現在も順調に増加しております。

近年は継続した営業損失を計上しておりますが、創業当時から長期的な目標としている「洗濯を無料で提供

する」ことに向けて、継続して取り組んでいるＷＡＳＨハウスアプリでの広告事業や洗剤の自社生産などの

「コインランドリー事業プラットフォーム」の強化を積極的に推し進めてきた結果、収益構造は改善しており

ます。また、事業活動に必要な現預金を確保しているとともに、当座貸越契約を締結するなど取引金融機関と

は良好な関係が維持されており、翌連結会計年度を含めて当面の期間において、新たな収益構造を実現してい

くための資金繰りに懸念はないものと判断しております。このため、「コインランドリー事業プラットフォー

ム」の強化につきまして、今後も積極的に推し進めてまいります。
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以上のことから、当社グループは利用者の立場で考え、技術革新や商品開発などを行いながら、従来のコイ

ンランドリーの考え方や商慣習にとらわれることなく、国際的にも通用するデファクトスタンダードの構築を

行うという創業時からの一貫した理念の下、以下の事項を今後の事業展開における主要な課題として認識し、

事業展開を図る方針であります。

 
①　店舗売上の維持向上

当社グループには、複数物件を保有するＦＣオーナーが多く、そうしたオーナーを数多く確保していくこと

がＦＣ新規出店において非常に重要であります。

今後も、リピートオーナーを確保し続けるためにはＦＣ店舗の投資効率の維持・向上に取り組む必要があり

ます。

また、最終ユーザーであるお客様から継続的に支持される店舗運営を行っていくことが引き続き大切である

と考えております。

当社グループの基本コンセプトであるＱＳＣ（クオリティー・サービス・クレンリネス）の向上に向けた取

り組みを実践し、各店舗の状況に応じて改善を図っていくとともに、様々な媒体への広告施策やＷＡＳＨハウ

スアプリでの通知やクーポン配布などにより、店舗周辺世帯のお客様の利用率をさらに引き上げる活動を継続

しております。

 
②　人材の確保と育成について

当社グループのさらなる成長を達成するためには、人材の確保と育成は不可欠であり、またその強化が大き

な課題と認識しております。人材の獲得に向けて積極的に活動を行うため、採用と社員育成を行う人材開発室

を2022年１月に新設いたしました。これにより教育制度や管理職者のマネジメント力向上に資する研修の実施

および充実を図るとともに、組織として力を発揮できる基盤づくりに取り組んでおります。

 
③　経営管理体制の強化

当社グループでは、海外も含めた業容の拡大等に伴う経営管理体制の充実・強化が重要な課題であると認識

しており、経営バランスをとりながら企業価値、社会貢献度を高め、ステークホルダーの皆様に信頼される企

業となるためには、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化に向けた取り組みが必要と考えております。そ

のため、社会環境と安全性を重視し、法令及び規則の遵守をより確実に実践するために、取締役会やリスク管

理の機能強化と社内の徹底した情報共有のための施策に取り組み、統制の整備、強化を進めております。
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２ 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成

績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおり

であります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

 
(1) 事業におけるリスクについて

当社グループは九州地方を中心に、コインランドリーＷＡＳＨハウスを展開しております。当社グループにお

けるコインランドリー運営形態といたしましては、直営によるものとＦＣ契約によるものがあります。

①　直営店に関するリスク

直営による出店は、当社グループが企画から運営まで行います。当社グループが直営店舗を拡大するために

は、収益性の高い用地の確保が必要となります。

しかしながら、当社店舗の認知度アップを図り、ＦＣオーナーや物件開拓を行うため、収益性よりも広告塔

としての役割を優先して出店を行う場合があります。そのため、そのような役割を担う店舗を出店した場合に

は、他の店舗に比べ収益性が低くなる可能性があります。

また、地価の上昇、土地にかかわる税制の改正等の要因により、土地所有者の土地の有効活用の選択肢が増

加した場合には、当社グループにとって出店用地の確保が困難になる可能性があります。また地価の上昇によ

り賃借料が高騰した場合には、採算の見込める出店用地の賃借が困難となる可能性があります。

新規出店店舗は、売上が安定するまで数か月を要するため、ＦＣ店舗と直営店舗の割合が変化することによ

り、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

② ＦＣ店舗に関するリスク

ＦＣ契約による出店では当社グループがＦＣオーナーに対し、コインランドリーの出店を企画し、建物やコ

インランドリー機器など開店するために必要な全ての内容がセットになったパッケージを販売しております。

開店後も毎日の清掃や機器のメンテナンス等の運転管理や店舗で使用される洗剤等の供給を行っております。

2022年12月期におけるＦＣ事業の売上高は全体の16.1％を占めており、国内外の経済動向により新規のＦＣ

オーナーの開拓が計画通り進捗しない場合及び既存ＦＣオーナーの出店意欲が低下した場合には、当社グルー

プの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

また、直営店舗同様、地価の上昇、土地にかかわる税制の改正等の要因により、土地所有者の土地の有効活

用の選択肢が増加した場合には、当社グループにとってＦＣ店舗の出店用地の確保が困難になる可能性があり

ます。

 
(2) 競合他社の影響について

コインランドリーの店舗は全国に多数存在しており、またコインランドリー機器の販売を目的とし、その販売

先の店舗の看板を統一しブランド化している競合企業も存在します。

当社グループは、機器の販売のみならず、「ＷＡＳＨハウス」を運営する上で、「安心、安全、清潔なコイン

ランドリー」をモットーに、本社から管理カメラで状況確認しながら店舗の機械１台１台の操作を行うことが出

来る遠隔操作システムを活用しております。このため、無人店舗ではあるものの、直接会話をしながら応対する

ことにより、お客様をお待たせすることなく、満足度を高め、他のコインランドリーとの差別化を図っておりま

す。

また、統一したメディア戦略やＷＡＳＨハウスアプリによるキャッシュレス決済等でブランドイメージと店舗

の売上向上に努め、当社の強みである「全店一括管理方式」により、すべて当社が運営を受託することで、複数

物件を保有することが出来、コインランドリー機器を販売するのみの他社との差別化を図っております。

しかしながら、競合企業との競争の激化及び新規参入による競争の激化が発生した場合、当社の事業及び経営

成績に影響を与える可能性があります。
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(3) 小規模組織であることについて

第22期末(2022年12月期末)における当社グループ組織は、正社員95名と小規模であり、内部管理体制も規模に

応じたものとなっております。今後事業拡大及び業務内容の多様化に伴い、内部管理体制の一層の充実を図る方

針ではありますが、当社グループが事業拡大や人員の増強に即応して、適切かつ十分な組織的対応ができるか否

かは不透明であり、人員の増強が予定どおり進まなかった場合、及びこれらが不十分な場合、又は既存の人材が

社外に流出した場合には、組織的効率が低下し、当社グループの業績及び今後の事業展開に影響を与える可能性

があります。

 
(4) 新規事業展開に伴うリスクについて

当社グループは、今後、事業拡大のため現在の事業と関連ある分野への進出を行うことも想定しております

が、安定した売上高及び利益を計上するまでには、ある程度の時間がかかることが予想され、結果として当社グ

ループ全体の利益率が一時的に低下する可能性があります。また、これらの事業が必ずしも当社の計画どおりに

推移する保証はなく、その場合には当社の経営成績に影響を与える可能性があります。

さらに、予期せぬ環境の変化等により新規事業が期待どおりの成果をあげられない可能性もあります。

 
(5) コインランドリー機器について

当社グループのコインランドリーの機器については、全てアクア株式会社(東京都 代表取締役社長兼ＣＥＯ 杜

鏡国) 製の洗濯機及び乾燥機を使用しており、当社専用の仕様への変更を依頼しております。また当社グループ

の管理カメラと遠隔コントロール等のシステム系もそれに応じた仕様となっております。

当社グループとアクア株式会社とは、当社グループの創業時からの協力関係があることから、安定的にコイン

ランドリー機器の供給が確保されると判断しておりますが、アクア株式会社の経営方針の変更等により、当社グ

ループ仕様のコインランドリー機器の供給が確保できなくなった場合は、当社グループの事業及び経営成績に影

響を与える可能性があります。

 
(6) 気象・天候条件について

コインランドリーの売上高は、季節的な要因、特に天候に左右されます。降雨日が少ない場合や台風などによ

る大雨の場合には、需要が減少し売上高が減少する可能性があることから、直営店事業に影響を与える可能性が

あります。

また、給水制限や断水により、洗濯に必要な水の供給が充分に受けられない場合には、洗濯機を運転させられ

ないことにより、売上高が減少する可能性があります。

 
(7) 差入敷金について

当社グループの直営による出店については、賃借での出店を基本としております。これに伴い、店舗用物件の

契約時に賃貸人に対し敷金を差し入れております。

当連結会計年度末において、敷金及び保証金262百万円のうち、敷金の残高は247百万円(総資産に対する割合

（6.3％))であり、当該敷金は期間満了等による契約解約時に契約に従い返還されます。

しかしながら、預託先の経済的破綻等により、その一部又は全額が回収できなくなる可能性があります。また

契約に定められた期間満了前に中途解約をした場合には、契約条件によって返還されない可能性があります。

 
(8) 法規制について

当社グループのファイナンス事業については、「貸金業法」の適用を受けております。また利息等について

は、「出資法」「利息制限法」の適用を受けておりますが、これらの法改正もしくは新たな法規制等により、業

績に影響を与える可能性があります。

 
(9) 感染症等の影響について

当社グループは、新型コロナウイルス感染症等の治療方法が確立されていない感染症が流行するなどした結

果、社会・経済活動の停滞や消費マインドの冷え込みによる長期的な景気悪化が生じる場合には、当社グループ

の経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)経営成績等の概要

当連結会計年度における当社グループ（当社及び当社の関係会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー

（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。

 
①経営成績の状況

当連結会計年度（2022年１月１日から2022年12月31日まで）における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症

に対する、各種政策等の効果から、徐々に経済活動への制限が緩和され、景気に持ち直しの動きが見受けられてお

ります。一方、複数の外的要因による、世界規模でのエネルギー資源の価格高騰など、民間消費や企業活動の下押

し要因の高まりが想定され、国内外の経済に与える影響は不透明な状況が続いております。

当社グループのコインランドリー事業を取り巻く環境といたしましては、健康志向の高まりから、衣類はもとよ

り、毛布や布団など自宅では洗えない大物洗いの需要が増加しております。また、ライフスタイルの変化に伴う単

身世帯の増加や、女性の社会進出が進む中、家事労働時間の節約志向はさらに高まることが予想されており、健

康・衛生に寄与し、時間を有効活用できるコインランドリーは、利用者層の拡大と需要の伸長が期待されておりま

す。

当連結会計年度のフランチャイズ（以下、「ＦＣ」という）部門におきましては、過年度から続くコロナ禍に加

え、世界規模での資源価格の変動などの不確実性が高まったことから、投資家のマインド低下に備え、当社がオー

ナー様へ新規出店する際に提供する「ＷＡＳＨハウスパッケージ」と店舗設計について、従来の出店費用や機器ラ

インナップの大幅な見直しを実行いたしました。

大幅なコストダウンを実現いたしましたが、パッケージの新規開発期間中は、旧パッケージでの営業活動が難し

い状況となったこと、また、建築に係る調整に遅れが発生したこと等から、当連結会計年度のＦＣ新規出店数は、

当初計画の50店舗から44店舗減少の６店舗（前期18店舗）となりました。

コインランドリー店舗を取り巻く環境につきましては、全般的に晴れの日が多く、年間の不照日（１日の日照時

間が0.1時間に満たない日数の累計）が対前年比89％となったことから、既存店売上高は対前年比95％となりまし

た。概ね天候要因の項目に店舗の売上高が連動しているため、当連結会計年度におきましても新型コロナウイルス

感染症の店舗売上高への影響は限定的なものになっていると分析しております。

店舗売上高への新型コロナウイルス感染症の影響が軽微であったことは、コインランドリーの「景気に左右され

ない」という特徴と、当社の「安全、安心、清潔」をコンセプトとした店舗運営を創業時から続けてきたことによ

り、生活に密着したインフラであるとお客様に認識されているものと考えられます。

また、ＷＡＳＨハウスアプリのダウンロード数は2022年12月末時点で32万ダウンロードを超えております。ＷＡ

ＳＨハウスアプリの利用者は着実に増加し続けており、アプリから得られる広告収入や洗剤の自社生産から得られ

る、コインランドリー関連事業収入も堅調に成長しております。

 
以上の結果、当連結会計年度の売上高は、1,921百万円（前期比9.9%減）となり、営業損失は54百万円（前期は

140百万円の営業損失）、経常利益は61百万円（前期は142百万円の経常損失）、親会社株主に帰属する当期純利益

は11百万円（前期は176百万円の親会社株主に帰属する当期純損失）となりました。

当連結会計年度は、新規出店を中心としたビジネスモデルから、ＷＡＳＨハウスアプリからの広告収入や洗剤の

自社生産などを始めとする、プラットフォームとしてのコインランドリー関連事業収入の獲得に向けて変化する転

換の年度と位置づけ、取り組みを行ってまいりました。

ＷＡＳＨハウスパッケージの新規開発を実行し営業活動に遅れが出たため、当連結会計年度の新規出店数は大き

く減少しましたが、コインランドリー関連事業が堅調に成長したことで、損益が改善できたものと考えておりま

す。
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当社グループはコインランドリー事業を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、セ

グメントの情報を省略しております。なお、2022年１月１日付の組織変更に伴い、当連結会計年度から、部門の区

分を従来の「ＦＣ部門」、「店舗管理部門」及び「直営部門その他」による部門別から、「ＦＣ部門」、「店舗運

営部門」による区分に変更しております。

コインランドリー事業における主要な部門別の業績は次のとおりであります。

 
a.　ＦＣ部門

当社グループのＦＣ出店につきましては、コインランドリー機器等をパッケージングしたものを基本として販

売しております。新規出店時の受注単価については郊外型店舗１店舗当たり23百万円を見込み、取り組んでまい

りました。

ＦＣ部門の売上高は、当連結会計年度の新規出店数が６店舗（前期比12店舗減）及びリニューアル24店舗を

行ったことにより、309百万円となりました。ＦＣ部門の売上原価につきましては、218百万円となりました。

 
b.　店舗運営部門

当社はＦＣ店舗、直営店舗に関わらず、すべての店舗を管理運営しております。（全店舗一括管理運営方

式）。

ＦＣ店舗の売上高の内訳は、コインランドリー店舗の管理を受託することにより、オーナー様から受領する洗

剤販売、店舗管理料、清掃受託費、広告分担金となっております。これらの売上高はＦＣ店舗数に比例し、ス

トック収入となることから、ＦＣ部門で見込んでおります店舗数に、直前期実績をベースにそれぞれ内訳別に金

額を計画し取り組んでまいりました。

直営店の売上高につきましては、ＦＣを含めた全店舗の１年目の実績を月割りした数値に季節変動指数を加味

して算出し、既存店である61店舗の売上高に関しては、基本的に直近３年間の売上高を平均して年間予想売上高

を計画し、取り組んでまいりました。

上記以外の売上高としては、店舗の修繕、事務手数料等があります。店舗の修繕については過去の既存店の平

均に店舗数を乗じて算出し、事務手数料につきましては、主に店舗毎のガス料金の精算手数料となっており、直

前期実績を基にガス使用量を予測し、手数料を計画して取り組んでまいりました。

この結果、店舗運営部門の売上高は、1,612百万円となりました。また、店舗運営部門の原価につきましては、

1,034百万円となりました。

 
②財政状態の状況

a.　資産

当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ325百万円増加の4,282百万円となりまし

た。これは主に、流動資産の現金及び預金が164百万円、原材料及び貯蔵品が55百万円増加した一方で、有形固

定資産の機械及び装置が45百万円、建物が25百万円減少したこと等によるものであります。なお、直営店舗３

店舗の固定資産に関して17百万円の減損処理を実施しております。

b.　負債

当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ253百万円増加の2,494百万円となりまし

た。これは主に、流動負債の短期借入金が300百万円、預り金が34百万円、固定負債の退職給付に係る負債が18

百万円増加した一方で、固定負債の長期借入金が80百万円、預り保証金が26百万円減少したこと等によるもの

であります。

c.　純資産

当連結会計年度末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ72百万円増加の1,788百万円となりまし

た。これは、親会社株主に帰属する当期純利益11百万円の計上、収益認識基準に関する会計基準等の適用に伴

い利益剰余金の期首残高が51百万円増加したこと等によるものであります。
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コインランドリー店舗数の推移

（単位：店舗）　

 
2021年12月31日現在の店舗数 期中増減 2022年12月31日現在の店舗数

ＦＣ店舗 直営店舗 合計 ＦＣ店舗 直営店舗 ＦＣ店舗 直営店舗 合計

東 北 エ リ ア ― １ １ ― ― ― １ １

 青 森 県  ― １ １ ― ― ― １ １

関 東 エ リ ア 32 11 43 △６ ２ 26 13 39

 東 京 都  26 ９ 35 （注1）△６ ２ 20 11 31

 埼 玉 県  １ ― １ ― ― １ ― １

 千 葉 県  ２ ２ ４ ― ― ２ ２ ４

 神 奈 川  ３ ― ３ ― ― ３ ― ３

中 部 エ リ ア 11 ― 11 ― ― 11 ― 11

 愛 知 県  ７ ― ７ ― ― ７ ― ７

 岐 阜 県  １ ― １ ― ― １ ― １

 三 重 県  ３ ― ３ ― ― ３ ― ３

関 西 エ リ ア 25 ４ 29 ― △１ 25 ３ 28

 

大 阪 府  16 ４ 20 （注2）　― △１ 16 ３ 19

奈 良 県  ５ ― ５ ― ― ５ ― ５

兵 庫 県  ４ ― ４ ― ― ４ ― ４

中 国 エ リ ア 63 ４ 67 △１ ― 62 ４ 66

 

鳥 取 県  1 ― １ １ ― ２ ― ２

岡 山 県  13 ― 13 △３ ― 10 ― 10

広 島 県  13 ４ 17 ― ― 13 ４ 17

山 口 県  36 ― 36 １ ― 37 ― 37

四 国 エ リ ア 26 １ 27 △１ １ 25 ２ 27

 

愛 媛 県  13 １ 14 ― ― 13 １ 14

香 川 県  11 ― 11 ― ― 11 ― 11

徳 島 県  ２ ― ２ △１ １ １ １ ２

九 州 エ リ ア 415 40 455 △11 △２ 404 38 442

 

福 岡 県  209 12 221 （注3）△２ 　△３ 207 ９ 216

佐 賀 県  21 ― 21 ― ― 21 ― 21

長 崎 県  11 １ 12 △１ ― 10 １ 11

大 分 県  36 ６ 42 △３ ― 33 ６ 39

熊 本 県  58 ３ 61 （注4）△１ １ 57 ４ 61

宮 崎 県  46 11 57 △１ △１ 45 10 55

鹿児島県  34 ７ 41 （注5）△３ １ 31 ８ 39

合計店舗数 572 61 633 △19 ― 553 61 614
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（注）１．当期において、東京都では既存ＦＣ店舗のうち２店舗を直営店とし、４店舗はオーナー様事情により退店

となったため、ＦＣ店舗は６店舗減少、直営店舗は２店舗増加しております。

（注）２．当期において、大阪府では既存直営店舗のうち１店舗をオーナー様に売却、既存ＦＣ店舗のうち１店舗は

オーナー様事情により退店となったためＦＣ店舗の増減はありませんでした。

（注）３．当期において、福岡県ではＦＣ店舗を１店舗新規出店しましたが、既存直営店舗のうち３店舗をオーナー

様に売却、既存ＦＣ店舗のうち６店舗はオーナー様事情により退店となったため、ＦＣ店舗は２店舗減

少、直営店舗は３店舗減少しております。

（注）４．当期において、熊本県ではＦＣ店舗を２店舗新規出店しましたが、既存ＦＣ店舗のうち１店舗を直営店と

し、２店舗はオーナー様事情により退店となったため、ＦＣ店舗は１店舗減少、直営店舗は１店舗増加し

ております。

（注）５．当期において、鹿児島県ではＦＣ店舗を１店舗新規出店しましたが、既存ＦＣ店舗のうち１店舗を直営店

とし、既存ＦＣ店舗のうち３店舗はオーナー様事情及び契約満了により退店となったため、ＦＣ店舗は３

店舗減少、直営店舗は１店舗増加しております。

以上の結果、ＦＣ店舗の期中増減数は当期ＦＣ店舗新規出店数の６店舗から25店舗減少した△19店舗となっており

ます。

 
③ キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、164百万

円増加し1,097百万円となりました。

当連結会計年度の各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

 
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果支出した資金は、10百万円（前連結会計年度末は30百万円の支出）となりました。これは主

に、減価償却費の増加が163百万円、税金等調整前当期純利益が27百万円あった一方で、棚卸資産の増加が53百

万円、固定資産受贈益が38百万円、有形固定資産売却益が34百万円計上されたこと等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果支出した資金は、29百万円（前連結会計年度末は198百万円の支出）となりました。これは主

に、有形固定資産の売却による収入が59百万円あった一方で、無形固定資産の取得による支出が40百万円、有

形固定資産の取得による支出が38百万円計上されたこと等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果増加した資金は、194百万円（前連結会計年度末は70百万円の支出）となりました。これは主

に、短期借入れによる純増額が300百万円あった一方で、長期借入金の返済による支出が80百万円、長期未払金

の返済による支出が14百万円、リース債務の返済による支出が10百万円計上されたこと等によるものでありま

す。

 
④生産、受注及び販売の実績

a.　生産実績

当社グループはコインランドリー事業を主要な事業として行っており、生産に該当する事項はありません。

 

b.　受注実績

当連結会計年度の受注実績は次のとおりであります。なお、当社グループはコインランドリー事業を主要な事業

としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、コインランドリー事業における主要な部門別の記載とし

ております。

部門の名称 受注高（百万円） 前期比（％） 受注残高（百万円） 前期比（％）

ＦＣ部門 281 83.4 20 42.8
 

(注) １．店舗運営部門に関しては受注生産を行っておりませんので、当該記載を省略しております。

２．契約済かつ入金済の案件を受注としております。
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c.　販売実績

当連結会計年度における販売実績を部門別に示すと、次のとおりであります。なお、当社グループはコインラン

ドリー事業を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、コインランドリー事業における

主要な部門別の記載としております。

（単位：百万円）

部門の名称 販売高 前期比（％）

 ＦＣ部門 309 66.7

 店舗運営部門 1,612 96.7

合計 1,921 90.1
 

 
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま

す。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

 
① 財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

a. 経営成績の分析

(売上高)

当連結会計年度の売上高は1,921百万円（前期比9.9%減）となりました。

(営業利益)

販売費及び一般管理費723百万円の計上により当連結会計年度の営業損失は54百万円（前期は140百万円の営

業損失）となりました。

販売費及び一般管理費の主な内訳は、給料及び手当183百万円、役員報酬144百万円であります。

(経常利益)

営業外収益、営業外費用の計上により、当連結会計年度における経常利益は61百万円（前期は142百万円の経

常損失）となりました。

(親会社株主に帰属する当期純利益)

当連結会計年度における法人税、住民税及び事業税は14百万円となりましたが、税効果会計により法人税等

調整額を1百万円計上したことから、法人税等合計は16百万円となり、親会社株主に帰属する当期純利益は11百

万円（前期は176百万円の親会社株主に帰属する当期純損失）となりました。

なお、この詳細は、「第２　事業の状況　３　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの

状況の分析　①経営成績の状況」に記載のとおりであります。

 
b. 財政状態の分析

財政状態の分析については、「第２　事業の状況　３　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況の分析　②財政状態の状況」に記載のとおりであります。

 
② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

当社グループの当連結会計年度のキャッシュ・フローは、「第２　事業の状況　３　経営者による財政状態、

経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析　③キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、次のとおりであります。

当社グループの運転資金需要のうち主なものは、販売費及び一般管理費等の営業費用、当社子会社がオーナー

様に融資を実施するための資金によるものです。投資等を目的とした資金需要は、新規事業、直営店舗増設・店

舗維持等の設備投資をするためのものです。資金の財源は今後の経済情勢、会社運営を踏まえて、良好な関係で

ある金融機関との打ち合わせを行いながら、短期借入金及び長期借入金を資金需要のタイミングに合わせて調達

をしていく予定であります。
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③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成され

ております。重要な会計方針については、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　(1)　連結財務諸表　注記

事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）」に記載しております。連結財務諸表を作成するに当

たり、必要な見積りを行っており、それらは資産、負債、収益及び費用の計上金額に影響を与えております。こ

れらの見積りは、その性質上判断及び入手し得る情報に基づいて行いますので、実際の結果がそれらの見積りと

相違する場合があります。特に以下の事項は、経営者の会計上の見積りの判断が財政状態及び経営成績に重要な

影響を及ぼすと考えております。

 
（固定資産の減損処理）

当社グループは、固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グ

ループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。減損の兆候の把握、減損損失の認識及び測

定に当たっては慎重に検討しておりますが、事業計画や市場環境の変化により、その見積り額の前提とした条

件や仮定に変更が生じた場合、減損処理が必要になる可能性があります。

 
　④ 経営者の問題意識と今後の方針

当社の経営者は、ＦＣ店舗数に比例して得られるストック収入による安定した経営基盤を築くことを目標とし

ておりますが、今後は新規事業にも進出する予定であります。そのため、ＦＣ店舗を加速度的に展開していくこ

とに加え、有能な人材の確保等が重要であると認識しております。

以上から、「第２　事業の状況　１経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載した様々な課題に対処

してまいります。
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４ 【経営上の重要な契約等】

当社グループは加盟店との間に加盟店契約書を取り交わしております。契約内容の要旨は次のとおりであります。

(1) 契約の名称

ＦＣ事業契約書

　

(2) 契約の本旨

「ＷＡＳＨハウスＦＣシステム」に加盟し、「ＷＡＳＨハウス」という名称及び商標、「ＷＡＳＨハウスコイン

ランドリー管理システム」を使用し、営業を行うことにより、ＦＣ契約関係を形成することであります。

　

(3) 契約の目的

当社グループと加盟店との契約に基づき、「ＷＡＳＨハウスコインランドリー管理システム」を導入することに

より従来のコインランドリーの店舗が抱える諸問題を解決し、統一ブランドイメージ戦略による店舗展開を行うこ

とによって、両者の共存共栄を図り、永続的な信頼、提携関係を保持することを目的としております。

　

(4) 加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項

①　加盟金・保証金

１店舗毎に以下のとおり(加盟金は消費税別)

加盟金　 50万円

保証金　100万円

②　諸経費の代金

加盟店が負担すべき補修費・修繕費・消耗品等の購入代金

加盟店はＦＣの統一性の維持のため、コインランドリー事業の管理業務を本部に委託し、それに伴って発生

する諸経費を本部に支払います。

 
(5) 加盟店から定期的に徴収する金銭に関する事項(全て消費税等別)

 

項目 金額(月額)

店舗管理手数料 50千円

システムメンテナンス料 10千円

広告分担金 30千円

清掃費 41千円～53千円
 

(注)　清掃費につきましては、出店エリア、機器構成により異なります。

 
(6) ＦＣ権の付与(ライセンスの許諾)

「ＷＡＳＨハウス」という名称及び商標

「ＷＡＳＨハウスコインランドリー管理システム」の使用権

　

(7) 契約の期間、更新及び契約の解除

①　契約期間　開業日から５年

②　契約更新　本部・加盟店いずれかより、本契約期間３か月前までに書面による拒絶意思がない場合は、５年間

更新されます。

③　催告による契約解除

本部は加盟店にＦＣ事業契約の定めに違反する行為があった場合や、是正期間を終了しても改善がみられない

場合には解除することができます。

④　無催告の解除

加盟店に財産の差押処分・保全処分・競売・破産手続開始決定・会社更生手続開始決定・再生手続開始決定の

申立てが生じた場合や、ＦＣ事業契約に定める経営の維持が困難と認められる一定の場合には催告なしに解除す

ることができます。
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５ 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資の総額は、38百万円となりました。主な設備投資は、既存ＦＣ店舗のうち５店舗を直営店

としたことによるものであります。

 
２ 【主要な設備の状況】

 当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。

(1) 提出会社（コインランドリー事業）

2022年12月31日現在

事業所名
(所在地)

設備の内容
直営店の
所在

(都道府県)

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名)建物及び

構築物
機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡)

リース
資産

その他 合計

本社
(宮崎県
宮崎市)

本社機能
兼営業拠
点

― 13 ８
―

(1,355)
25 100 147 51

工場
 (宮崎県
宮崎市)

洗剤生産
工場

― 333 88
236

(6,600)
4 2 664 １

店舗管理
事務所
（宮崎県
宮崎市）

事業所兼
倉庫機能

― ― ―
―

(1,524)
― １ １

20
 

福岡事務所
(福岡県
福岡市)
他３拠点

事業所兼
倉庫機能

― ５ ―
―

(―)
― ０ ５ 21

青森沖館店
（青森県青
森市）

直営店舗

青森県 17 ４
―

(940)
― ― 22 ―

新宿７丁
目店
（東京都
新宿区）
他10店

東京都 63 43
―
(―)

― ２ 109 ―

東金中橋店
（千葉県東
金市）
他１店

千葉県 29 11
―

(806)
― ０ 40 ―

枚方東船
橋店
（大阪府
富 田 林
市）
他２店

大阪府 21 11
―

(427)
― ０ 33 ―

広島八幡
店
（広島県
広島）
他３店

広島県 ７ 13
―

(1,176)
― ０ 20 ―

干 隈 店
（福岡県
福岡市）
他８件

福岡県 41 30
―

(10,093)
― １ 74 ―
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事業所名
(所在地)

設備の内容
直営店の
所在

(都道府県)

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名)建物及び

構築物
機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡)

リース
資産

その他 合計

猪野店
（大分県
大分市）
他５件

 
直営店舗

大分県 38 14
―

(2,081)
― ０ 53 ―

青葉店
( 宮 崎 県
宮崎市）
他９件

宮崎県 20 12
―

(1,631)
― ０ 33 ―

宇宿店
(鹿児島県
鹿児島市)
他７店

鹿児島県 46 22
―

(1,910)
― １ 70 ―

 

(注) １．帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品並びにソフトウエアの合計額であります。

２．現在休止中の主要な設備はありません。

３．各事業所の建物及び土地の一部は賃借しております。年間賃借料は134百万円であります。

 

(2) 国内子会社

　該当の設備はありません。

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

該当事項はありません。

 
(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 12,000,000

計 12,000,000
 

② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(2022年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2023年３月29日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 6,917,400 6,917,400

東京証券取引所
(グロース市場)
福岡証券取引所

（Ｑ－Ｂｏａｒｄ）

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式であ
り、単元株式数は100株であ
ります。

計 6,917,400 6,917,400 ― ―
 

(注) 提出日現在発行数には、2023年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され

た株式数は、含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

(i)第10回新株予約権

決議年月日 2013年12月24日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役３
当社勤続６年６か月以上の従業員１

新株予約権の数(個) 26(注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株)　※

普通株式　26,000(注)１、２、７

新株予約権の行使時の払込金額(円) 13(注)３、７

新株予約権の行使期間　※
自　2015年12月27日
至　2023年12月18日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円)　※

発行価格　　13
資本組入額　７
(注)３、４、７

新株予約権の行使の条件　※ (注)５

新株予約権の譲渡に関する事項　※
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を
要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項　※

(注)６
 

※当事業年の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年2月28日)現在

において、これらの事項に変更はありません。

 
(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。

２．付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)

または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権

のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生

じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
　

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
 

　
なお、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの

場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるもの

とする。

３．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。
　

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割(または併合)の比率
 

　
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算

式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。
　

 
調整後行使価額

 
＝

 
調整前行使価額

 
×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数×１株あたり払込金額

新規発行前の１株あたりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

　
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式に

かかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規

発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他

これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調

整を行うことができるものとする。
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４．増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものとする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本

金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

５．新株予約権の行使の主な条件は以下のとおりであります。

(1) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。ただし、相

続により新株予約権を取得した場合はこの限りでない。

(2) 新株予約権発行時において当社取締役及び従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社

関係会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、相続により新

株予約権を取得した場合及びその他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。

(3) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、

又は当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画について株主総会の承認(株主総会決議を要

しない場合には取締役会決議)がなされたときは、当社は当社取締役会が別途定める日の到来をもって本

新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(4) 上記(2)の規定により本新株予約権を行使できなくなった場合、及び新株予約権者が新株予約権の全部又

は一部を放棄した場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。

６．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株

予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社(以

下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただ

し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分

割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記２．に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、

行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記２．に従って決定される当該新株予約権の目的であ

る再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日ま

でとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記４．に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

上記５．に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

上記５．に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

７．2016年４月２日付で普通株式１株につき100株、2017年４月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を

行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の株」、「新株予約権の行使時の払込金額」及

び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されておりま

す。
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(ⅱ)第11回新株予約権

決議年月日 2013年12月24日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社監査役１

新株予約権の数(個) ４(注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株)　※

普通株式　4,000(注)１、２、７

新株予約権の行使時の払込金額(円) 13(注)３、７

新株予約権の行使期間　※
自　2013年12月27日
至　2023年12月18日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円)　※

発行価格　　13
資本組入額　７
(注)３、４、７

新株予約権の行使の条件　※ (注)５

新株予約権の譲渡に関する事項　※
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を
要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項　※

(注)６
 

※当事業年の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年2月28日)現在

において、これらの事項に変更はありません。

 
(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。

２．付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)

または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権

のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生

じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
　

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
 

　
なお、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの

場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるもの

とする。

３．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。
　

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割(または併合)の比率
 

　
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算

式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。
　

 
調整後行使価額

 
＝

 
調整前行使価額

 
×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数×１株あたり払込金額

新規発行前の１株あたりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

　
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式に

かかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規

発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他

これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調

整を行うことができるものとする。

４．増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものとする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本

金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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５．新株予約権の行使の主な条件は以下のとおりであります。

(1) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。ただし、相

続により新株予約権を取得した場合はこの限りでない。

(2) 新株予約権発行時において当社取締役及び従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社

関係会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、相続により新

株予約権を取得した場合及びその他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。

(3) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、

又は当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画について株主総会の承認(株主総会決議を要

しない場合には取締役会決議)がなされたときは、当社は当社取締役会が別途定める日の到来をもって本

新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(4) 上記(2)の規定により本新株予約権を行使できなくなった場合、及び新株予約権者が新株予約権の全部又

は一部を放棄した場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。

６．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株

予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社(以

下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただ

し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分

割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記２．に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、

行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記２．に従って決定される当該新株予約権の目的であ

る再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日ま

でとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記４．に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

上記５．に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

上記５．に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

７．2016年４月２日付で普通株式１株につき100株、2017年４月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を

行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の株」、「新株予約権の行使時の払込金額」及

び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されておりま

す。
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(ⅲ)第12回新株予約

決議年月日 2016年7月26日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役４
当社勤続１年以上の従業員24

新株予約権の数(個) 102(注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株)　※

普通株式　20,400(注)１、２、７

新株予約権の行使時の払込金額(円) 462(注)３、７

新株予約権の行使期間　※
自　2018年８月５日
至　2026年７月20日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円)　※

発行価格　　462
資本組入額　231
(注)３、４、７

新株予約権の行使の条件　※ (注)５

新株予約権の譲渡に関する事項　※
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を
要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項　※

(注)６
 

※当事業年の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年2月28日)現在

において、これらの事項に変更はありません。

 
（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、200株であります。

２．付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)

または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権

のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生

じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
　

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
 

　
なお、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの

場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるもの

とする。

３．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。
　

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割(または併合)の比率
 

　
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算

式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。
　

 
調整後行使価額

 
＝

 
調整前行使価額

 
×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数×１株あたり払込金額

新規発行前の１株あたりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

　
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式に

かかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規

発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他

これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調

整を行うことができるものとする。

４．増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものとする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本

金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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５．新株予約権の行使の主な条件は以下のとおりであります。

(1) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。ただし、相

続により新株予約権を取得した場合はこの限りでない。

(2) 新株予約権発行時において当社取締役及び従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社

関係会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、相続により新

株予約権を取得した場合及びその他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。

(3) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、

又は当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画について株主総会の承認(株主総会決議を要

しない場合には取締役会決議)がなされたときは、当社は当社取締役会が別途定める日の到来をもって本

新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(4) 上記(2)の規定により本新株予約権を行使できなくなった場合、及び新株予約権者が新株予約権の全部又

は一部を放棄した場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。

６．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株

予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社(以

下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただ

し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分

割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記２．に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、

行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記２．に従って決定される当該新株予約権の目的であ

る再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日ま

でとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記４．に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

上記５．に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

上記５．に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

７．2017年４月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的

となる株式の株」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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(ⅳ)第13回新株予約権

決議年月日 2016年７月26日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社監査役２

新株予約権の数(個) 6(注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株)　※

普通株式　1,200(注)１、２、７

新株予約権の行使時の払込金額(円) 462(注)３、７

新株予約権の行使期間　※
自　2016年８月５日
至　2026年７月20日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円)　※

発行価格　　462
資本組入額　231
(注)３、４、７

新株予約権の行使の条件　※ (注)５

新株予約権の譲渡に関する事項　※
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を
要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項　※

(注)６
 

※当事業年の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年2月28日)現在

において、これらの事項に変更はありません。

 
(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、200株であります。

２．付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)

または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権

のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生

じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
　

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
 

　
なお、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの

場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるもの

とする。

３．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。
　

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割(または併合)の比率
 

　
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算

式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。
　

 
調整後行使価額

 
＝

 
調整前行使価額

 
×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数×１株あたり払込金額

新規発行前の１株あたりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

　
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式に

かかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規

発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他

これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調

整を行うことができるものとする。

４．増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものとする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本

金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

EDINET提出書類

ＷＡＳＨハウス株式会社(E32753)

有価証券報告書

31/97



 

 
５．新株予約権の行使の主な条件は以下のとおりであります。

(1) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。ただし、相

続により新株予約権を取得した場合はこの限りでない。

(2) 新株予約権発行時において当社取締役及び従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社

関係会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、相続により新

株予約権を取得した場合及びその他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。

(3) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、

又は当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画について株主総会の承認(株主総会決議を要

しない場合には取締役会決議)がなされたときは、当社は当社取締役会が別途定める日の到来をもって本

新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(4) 上記(2)の規定により本新株予約権を行使できなくなった場合、及び新株予約権者が新株予約権の全部又

は一部を放棄した場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。

６．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株

予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社(以

下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただ

し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分

割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記２．に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、

行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記２．に従って決定される当該新株予約権の目的であ

る再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日ま

でとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記４．に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

上記５．に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

上記５．に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

７．2017年４月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的

となる株式の株」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 
② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2018年１月１日～
2018年12月31日
(注１)

24,600 6,866,800 0 994 0 924

2019年１月１日～
2019年12月31日
(注１)

14,200 6,881,000 0 995 0 925

2020年１月１日～
2020年12月31日
(注１)

17,800 6,898,800 0 995 0 925

2021年１月１日～
2021年12月31日
(注１)

12,000 6,910,800 0 995 0 925

2022年１月１日～
2022年12月31日
(注１)

6,600 6,917,400 0 996 0 926

 

 (注１) ストックオプションとしての新株予約権の権利行使による増加であります。

 
 
(5) 【所有者別状況】

2022年12月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数　100株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

― 2 16 42 10 6 3,936 4,012 ―

所有株式数
(単元)

― 2,019 1,901 15,891 145 48 49,128 69,132 4,200

所有株式数
の割合(％)

― 2.92 2.74 22.98 0.20 0.06 71.06 100.00 ―
 

　（注）所有株式数の割合は、小数点第３位以下を切り捨てて記載しております。
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(6) 【大株主の状況】

2022年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

児玉　康孝 宮崎県宮崎市 1,957 28.29

株式会社ＫＤＭ 宮崎県宮崎市高洲町２２４ 1,554 22.46

児玉　眞由美 宮崎県宮崎市 200 2.89

株式会社宮崎銀行 宮崎県宮崎市橘通東４丁目３－５ 160 2.31

米澤　房朝 熊本県熊本市中央区 137 1.98

阿部　和広 徳島県徳島市 120 1.73

鍋田　美智子 愛知県西尾市 73 1.06

日高　栄作 福岡県中間市 69 0.99

田島　妙子 高知県香南市 66 0.96

楽天証券株式会社 東京都港区南青山２丁目６番２１号 50 0.72

計 ― 4,388 63.43
 

(注)　発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第３位以下を切り捨てて記載し

ております。

 
(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2022年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

69,132

完全議決権株式であり、権利内容に
何ら限定のない当社における標準と
なる株式であり、１単元の株式数は
100株であります。

6,913,200

単元未満株式
 普通株式

― ―
4,200

発行済株式総数 6,917,400 ― ―

総株主の議決権 ― 69,132 ―
 

(注)　「単元未満株式」の株式数には、当社所有の自己株式が33株含まれております。

 
② 【自己株式等】

該当事項はありません
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２ 【自己株式の取得等の状況】
 

【株式の種類等】 普通株式
 

 
　
(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(百万円)
株式数(株)

処分価額の総額
(百万円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、株式交付、会社分割
に係る移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他(　　―　　) ― ― ― ―
     

保有自己株式数 33 ― 33 ―
 

(注) 当期間における保有自己株式数には、2023年３月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式数は含めておりません。

 

３ 【配当政策】

当社の利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した

配当を継続して実施していくことを基本方針としております。

内部留保につきましては、新規事業及び直営店の出店資金に充当する予定であり、事業拡大のため有効に投資して

まいりたいと考えております。

なお、剰余金の配当を行う場合、年１回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会となってお

ります。また、当社は会社法第454条第５項に規定する中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款

に定めております。

第22期事業年度の配当につきましては、当事業年度の業績並びに今後の経営環境等を勘案し、誠に遺憾ながら無配

としております。

 

EDINET提出書類

ＷＡＳＨハウス株式会社(E32753)

有価証券報告書

35/97



 

４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、法令を遵守し、公正かつ透明性のある企業活動を推進し、会社の成長を通じて地域社会に貢

献するとともに、企業を取り巻く株主、顧客、従業員、取引先、地域社会等、全ての利害関係者からの信頼が得

られる企業であるよう努めております。

また、経営の透明性と公正性の向上及び環境変化への機敏な対応と競争力の強化を目指して、最適な経営管理

体制の構築に努めてまいります。

当社の主要株主である児玉康孝の持株比率は、持株会社１社(株式会社ＫＤＭ)及び二親等以内の親族の所有株

式を合計すると過半数となることから、支配株主に該当いたします。

当該支配株主との間に取引が発生する場合には、当社との関連を有さない第三者との取引における通常の一般

取引と同様の条件であることを前提として判断する方針であり、非支配株主の権利を保護するよう努めておりま

す。

また、関連当事者との取引については、取引の際に取締役会の決議を必要としております。こうした運用を行

うことで関連当事者取引を取締役会において適宜把握し、非支配株主の利益を損なう取引を排除する体制を構築

しております。

 

②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

ａ．会社の機関の説明

当社は会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会を設置するとともに、日常業務の活動方

針を検討する経営会議を設置し、経営上の意思決定、執行、監督及び監査を行っております。

(a) 取締役会

取締役会は、本報告書提出日現在において代表取締役社長 児玉康孝が議長を務め、その他の取締役 阿久

津浩、德田俊行、児玉ユミ子、古川一樹、及び社外取締役 山渋幸德の合計６名（内、独立社外取締役１名）

で構成され、月１回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、経営に関する重要事項

の意思決定を行うとともに、各取締役の業務の執行状況を監督しております。

(b) 監査役会

監査役会は、本報告書提出日現在において常任監査役 奈須義岳及び社外監査役 西田隆二、海野理香の合

計３名(内、独立社外監査役２名)で構成されております。監査役は、定時及び臨時の取締役会への出席を

行っており、必要に応じて意見具申するなど取締役の職務執行状況を監視しております。更に、月１回の監

査役会を開催しており、監査状況の確認及び協議を行うほか、会計監査人や内部監査室とも連携し、随時監

査についての情報共有に努めております。

(c) 経営会議

経営会議は代表取締役社長の諮問機関として、代表取締役社長、専務取締役、取締役営業部長で構成さ

れ、重要な業務の執行方針及びその他経営に関する重要事項について審議を行っております。

また、業務執行役員及び部門長から構成される部課長会議において業務執行に関する重要事項並びにリス

ク管理及びコンプライアンスに関する情報共有を図っております。　

 
b．企業統治の体制を採用する理由

当社の事業規模等において、現行の体制が経営の健全性、公正性及び透明性を維持し、法令遵守、社内

ルールの徹底、的確かつ迅速な意思決定、効率的な業務執行、監査機能の強化や全社的なコンプライアンス

体制の強化を実現できるものと考えております。

EDINET提出書類

ＷＡＳＨハウス株式会社(E32753)

有価証券報告書

36/97



 

c．本報告書提出日現在における会社の機関・内部統制の関係を示す概略図は、次のとおりです。
 

 

③　企業統治に関するその他の事項

a．内部統制システムの整備状況

当社は業務の適正性を確保するため、一般に公正妥当と認められる内部統制の枠組みに準拠して全社的な内

部統制システムを構築するとともに、「内部統制システム構築の基本方針」に基づき財務報告及び業務プロセ

スが有効に機能する体制を確保しております。その概要は以下のとおりであります。

１．取締役、従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 当社及び当社子会社の取締役及び従業員の、企業倫理及びコンプライアンスの意識の醸成を図り、全社

的な統括の実効性を高めるために経営行動指針を定め、活動規範を明確にします。

(2) コンプライアンス体制の構築・維持については、当社の管理部担当取締役をコンプライアンス担当とし

て任命し、コンプライアンスに関わる重要決定事項の通達、実務上の課題の洗い出し及び問題点の検討を

行うとともに、日常的な啓蒙活動や研修等を通じて、全社的な経営行動指針の徹底を推進します。

(3) 法令・定款等に違反する、あるいは疑義のある行為等を発見したときは、直接通報・相談を受ける体制

としてコンプライアンスヘルプライン等を設置し、内部通報制度の実効を図ります。通報・相談を受けた

担当部門は直ちに内容を調査し、再発防止策を当該部門と協議の上決定し、全社的に再発防止策を実施さ

せます。

(4) 監査役は、独立した立場から全社のコンプライアンス体制及びコンプライアンス上の問題の有無に関す

る調査に努めます。また、監査役と社外取締役は、定期的な会合をもち情報共有を図るとともに、経営者

とも定期的な面談を行うことで経営に関する課題の把握に努めます。

(5) 経営の透明性とコンプライアンス経営及び法令の遵守の観点から、顧問弁護士、会計監査人と日常的に

情報交換を行い、これに対する意見を聴取しつつ、日常発生する諸問題に関する助言と指導を適宜受けら

れる体制を構築します。
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(6) 反社会的勢力の排除については、経営行動指針において「暴力団その他の反社会的勢力とのいかなる関

係も排除し、反社会的取引は決して行わない」旨を明記し、反社会的勢力との関係排除を徹底するととも

に、警察及び公益財団法人暴力追放センター等外部関係機関と連携を図り、これに対応します。

　

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1) 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、管理部を担当する取締役を責任者とし、情報

の内容に応じて保存及び管理の責任部署を社内規程において定めます。

(2) 各部門長は文書管理規程及びそれに関する各管理マニュアルに従い、職務執行に係る情報を文書又は電

磁的媒体に適切に記録し、保存します。

(3) 内部情報の不正使用及び漏洩の防止を徹底すべく、機密管理規程及び情報セキュリティ管理規程を制定

して適正な管理体制及び管理方法を定めるとともに、外部からの不正アクセス防止措置を講じます。

(4) 取締役及び従業員の職務執行に係る情報は、関連資料とともに文書化して保存し、取締役又は監査役か

ら要請があった場合に備えて、適時閲覧可能な状態を維持します。

　

３．当社及び当社子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制

(1) 危機管理規程等に基づき、全社のリスクを網羅的、統括的に管理するとともに、定期的なリスクの洗い

出し、当該リスクの予防対策、軽減に取り組みます。

(2) 各部門は、危機管理規程の周知徹底を図るとともに、適切な監視・コントロールを担う体制を構築しま

す。

(3) リスク管理統括部門は、その活動を円滑かつ実効あるものにするために、各部門の日常的なリスク管理

の状況の監査、体制整備の進捗状況のモニタリング等を実施します。

(4) リスクが顕在化した場合は、迅速な情報連絡及び即時対応可能な体制を整備し、損害の拡大を防止する

体制を整えます。

　

４．当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 当社は取締役会を取締役の業務執行状況を監督する機関と位置付け、原則として毎月１回以上開催する

ほか、必要に応じて臨時に開催します。

(2) 各部門長は各部門が実施すべき具体的な施策及び権限分配を含めた効率的な業務遂行体制を決定し、業

務執行上重要な事項について部課長会議で情報共有を図り、効率的な業務執行に努めております。また、

各部門長は社内情報システムを活用し、管理会計手法を用いて、データ化し、月次の業績を管理部担当取

締役及び取締役会に報告します。

(3) 取締役の意思決定を効率的に執行するために有効な業務分掌をはじめとする規程類を整備し、業務執行

組織を運営します。

(4) 経営の効率化とリスク管理を両立させ、内部統制が有効に機能するよう、ＩＴシステム及び情報セキュ

リティ体制の整備を進め、全社レベルでの最適化を図ります。

　

５．当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1) 当社及び当社子会社に共通する管理機構の制定、整備及びグループ経営に関する事項全般の統括は、管

理部がこれにあたります。

(2) 子会社の経営については、その自主性を尊重するとともに、主管部門との間で事業内容及び業績につい

て定期的な報告を行い、重要事項については事前協議を行います。

(3) 監査役及び内部監査室は定期的な監査を行い、必要に応じて監査役会と適切な連携をとるものとしま

す。

 
６．監査役会の職務を補助すべき従業員(以下「監査役会スタッフ」)に関する体制及び当該従業員の取締役か

らの独立性及び当該従業員に関する指示の実効性の確保に関する事項

(1) 監査役会スタッフを要する場合、補助すべき組織は管理部とします。また、専任スタッフを置く場合は

監査役会の同意を必要とし、当該監査役会スタッフは原則として当社の業務執行にかかる役職を兼務しま

せん。
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(2) 監査役会スタッフは、監査役の指示に従い、監査役の監査に必要な調査をする権限を有します。また、

監査役から監査業務に必要な命令を受けた監査役会スタッフはその命令に関して、取締役の指揮・命令を

受けません。

(3) 監査役は必要に応じ、管理部に監査に必要な調査を求めることができます。

 
７．当社及び当社子会社の取締役及び従業員が監査役会に報告するための体制

(1) 監査役の職務の効果的な遂行のため、当社及び当社子会社の取締役、理事又は従業員は、監査役会に対

して法定の事項に加え当社の事業運営上、重大な影響を及ぼす事項及び業務執行の状況及び結果について

報告します。

(2) 内部監査室は、内部監査の実施状況、コンプライアンスヘルプライン等による通報状況及びその内容を

報告します。

(3) 取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は直ちに監査役会に報告しま

す。

　

８．監査役会に対して報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保す

るための体制

(1) 当社は、監査役会に対して報告を行った当社及び当社子会社の役員及び従業員に対し、当該報告を行っ

たことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止します。

(2) 当社は、上記の不利益取扱いの禁止について、全社に対し周知徹底します。

 
９．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費

用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査役が職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該請求に係る

費用又は債務が監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、すみやかに当該請求に応じてこ

れを処理します。

 
10．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監査役は、社内外において開催される会議に参加できます。

(2) 監査役会は、代表取締役、内部監査人、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催します。

(3) 取締役は、監査役会の職務の適切な遂行のため、意思疎通、情報収集等が適切に行えるよう協力しま

す。

(4) 取締役は、監査役会が必要と認めた重要な取引先の調査に協力します。

(5) 監査役会が職務遂行上、必要と認めるときには、弁護士、公認会計士等の外部の専門家との連携が図ら

れる環境及び体制を整備します。

 
11．当社企業グループに係わる財務報告の適正性と信頼性を確保するために必要な体制

(1) 財務報告の適正性と信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制システムの構築を行います。

(2) 財務報告に係る内部統制として、金融商品取引法の内部統制報告制度を適切に実施するため、内部統制

主管部門による全社的な内部統制の状況や重要な事業拠点における業務プロセス等の把握・記録を通じ

て、自己及び第三者による継続的な評価並びに改善・是正を行う体制を整備します。
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b．リスク管理体制の整備の状況

当社はリスク管理及びコンプライアンスに関する体制の整備に努め、各主管部門と連携しながら、環境、品

質、災害等にかかるリスクについて、リスクの特定、発生の未然防止及びリスク発生時における影響の軽減等

を図るよう、業務執行取締役及び部門長で構成される部課長会議や経営会議を通じ推進しております。

また、当社は弁護士と顧問契約を締結し、随時助言及び指導が受けられる体制となっております。

 
c．当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社は、「関係会社管理規程」を定め、当社の「内部監査規程」に基づき、各社の事業内容、規模等に応じ

た内部統制体制を整備させるとともに、当社内部監査室による監査等を通じて各社内部統制システムの適正性

をチェックし、必要に応じて改善等を指示することとしています。加えて、当社役員及び従業員を子会社役員

として兼任させることにより、業務の適正性を確保しています。

 
ｄ．責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との

間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めており、

社外取締役及び社外監査役との間で当該契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額

は、法令が規定する額としております。

 
④　取締役に関する事項

a．取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。

 
b．取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めておりま

す。

 
⑤　株主総会決議に関する事項

a．中間配当

当社は、株主への機動的な剰余金の分配を行うことを目的として、会社法第454条第５項の規定により、取締役

会の決議によって毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

 
b．自己株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨

を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場

取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

 

c．株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める特別決議について、議

決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上を

もって行う旨を定款に定めております。

 
d.支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

　当社は支配株主との取引は、原則として行わない方針ですが、取引を検討する場合には、取締役会等におい

て、合理性及び必要性を十分検討し、意思決定を慎重に行うこととしております。
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(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性2名(役員のうち女性の比率22.2％)

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役
社長

児玉康孝 1965年10月５日

1988年４月 新日本証券株式会社(現 みずほ証

券株式会社)　入社

1994年４月 株式会社石橋　入社

1996年８月 日本マクドナルド株式会社　入社

1997年12月 株式会社大興不動産　入社

2001年11月 株式会社ケーディーエム(現 当

社)設立　代表取締役社長就任(現

任)

2003年12月 有限責任中間法人(現 一般社団法

人)全国コインランドリー管理業

協会設立

代表理事就任(現任)

2018年３月 ＷＡＳＨＨＯＵＳＥフィナンシャ

ル株式会社取締役（現任）

2019年６月 ＷＡＳＨＨＯＵＳＥ（Ｔｈａｉｌ

ａｎｄ） ＣＯ．，ＬＴＤ． 代表

取締役社長（現任）

2019年12月 ＷＡＳＨＨＯＵＳＥ（Ｓｈａｎｄ

ｏｎｇ） ＣＯ．，ＬＴＤ． 董事

長（現任）

(注)２ 1,957,000

専務取締役 阿久津浩 1967年６月28日

1990年４月 株式会社日本旅行　入社

2001年６月 株式会社コスモス薬品　入社

2006年１月 当社入社

2006年２月 当社財務経理部ゼネラルマネー

ジャー

2006年３月 当社取締役財務経理部ゼネラルマ

ネージャー

2006年７月 当社取締役管理部ゼネラルマネー

ジャー

2008年８月 当社常務取締役管理部ゼネラルマ

ネージャー

2013年７月 当社常務取締役業務部長

2014年６月 当社常務取締役管理部長

2018年３月 ＷＡＳＨＨＯＵＳＥフィナンシャ

ル株式会社取締役（現任）

2019年３月 当社専務取締役（現任）

2019年12月 ＷＡＳＨＨＯＵＳＥ（Ｓｈａｎｄ

ｏｎｇ） ＣＯ．，ＬＴＤ． 董事

（現任）

(注)２ 12,000

取締役
営業部長

德田俊行 1976年３月９日

1999年12月 株式会社大興投資コンサルタンツ

入社

2002年１月 当社入社

2008年５月 当社営業部福岡支店マネージャー

2008年８月 当社取締役営業開発部ゼネラルマ

ネージャー

2013年７月 当社取締役営業部福岡支店長

2015年10月 当社取締役営業本部長

2019年１月 当社取締役営業部長

2020年２月 当社取締役営業部長兼福岡支店長

2021年３月 当社取締役営業部担当

2022年１月 当社取締役営業部部長（現任）

(注)２ 2,000

取締役
本店営業部部長

児玉ユミ子 1938年１月13日

2001年11月 株式会社ケーディーエム(現 当

社)設立 取締役就任

2003年12月 有限責任中間法人(現 一般社団法

人)全国コインランドリー管理業

協会設立

理事就任(現任)

2006年12月 当社宮崎支店取締役営業担当部長

2008年９月 当社本店営業部取締役営業担当部

長

2016年６月 当社取締役営業副本部長

2019年１月 当社取締役本店営業部長

2021年３月 当社取締役本店営業部担当

2022年１月 当社取締役本店営業部部長（現

任）

(注)
２，３

38,400
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役
営業担当部長兼

設計施工監理担当部長
古川一樹 1975年12月26日

1994年４月 株式会社大興不動産　入社

2004年８月 当社入社

2006年12月 当社営業部マネージャー

2008年８月 当社取締役営業部ゼネラルマネー

ジャー

2013年７月 当社取締役本店営業部長

2016年６月 当社取締役店舗運営部長

2019年１月 当社取締役東海地区営業担当部長

2021年３月 当社取締役営業担当部長兼設計施
工監理担当部長

2022年１月 当社取締役設計施工監理担当部長

2022年３月 当社取締役営業担当部長兼設計施
工監理担当部長（現任）

(注)２ 20,600

取締役 山渋幸德 1951年５月25日

1977年４月 株式会社電通　（現 株式会社電

通グループ）入社

1977年５月 東京本社　新聞雑誌局

2006年10月 同社第18営業局　局長

2009年６月 株式会社電通九州　代表取締役社長

2014年６月 株式会社電通九州　顧問

2016年５月 株式会社ベスト電器　社外取締役

2017年３月 当社取締役（現任）

(注)
１，２

―

常勤監査役 奈須義岳 1969年１月13日

1992年４月 フェニックスリゾート株式会社

入社

2000年６月 日本不動産データバンク株式会社

入社

2001年３月 アパマンネットコム株式会社　入社

2002年１月 当社入社

2006年２月 当社総務部ゼネラルマネージャー

2006年３月 当社常勤監査役(現任)

2008年５月 有限責任中間法人(現一般社団法

人)全国コインランドリー管理業

協会　監事(現任)

2018年３月 ＷＡＳＨＨＯＵＳＥフィナンシャ

ル株式会社監査役（現任）

2019年12月 ＷＡＳＨＨＯＵＳＥ（Ｓｈａｎｄ
ｏｎｇ） ＣＯ．，ＬＴＤ． 監事
(現任)

(注)５ 16,000

監査役 西田隆二 1956年８月31日

1991年４月 宮崎県弁護士会登録

1996年10月 西田法律事務所開設

2005年４月 宮崎県弁護士会副会長

九州弁護士会連合会理事

2011年９月 鹿児島大学法科大学院非常勤講師

2013年４月 宮崎県弁護士会会長

日本弁護士連合会理事

九州弁護士会連合会常務理事

2014年７月 当社監査役(現任)

2015年２月 弁護士法人かなで西田・山田法律

事務所開設　代表社員

2022年２月 弁護士法人西田法律事務所

代表社員(現任)

(注)
４，５

―

監査役 海野理香 1967年２月19日

1989年７月 鹿児島市役所　入庁

2001年７月 株式会社コスモス薬品　入社

2003年６月 同社監査役

2005年４月 税理士登録

海野理香税理士事務所　開設

2005年８月 株式会社コスモス薬品監査役　退任

2017年11月 当社仮監査役

2018年３月 当社監査役(現任)

2019年11月 飯田三和税理士事務所　税理士

2020年７月 税理士法人アイビーパートナーズ

代表社員　税理士(現任)

(注)
４，６

―

計 2,046,000
 

(注) １．取締役山渋幸德は社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2023年３月29日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度の最終の

ものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役児玉ユミ子は、代表取締役社長児玉康孝の実母であります。
４．監査役西田隆二及び海野理香は社外監査役であります。
５．監査役奈須義岳及び西田隆二の任期は、2020年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了

する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役海野理香の任期は、2022年３月29日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度の

うち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
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②　社外取締役及び社外監査役

当社は、経営体制を更に強化する目的で、社外取締役を１名選任しております。社外取締役の山渋幸德氏は

株式会社電通九州の代表取締役社長及び顧問に就任しておりましたが、同社と当社との間には当社の意思決定

に影響を及ぼす重要な取引関係はなく、既に退任しているため、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し

ております。

当社は、監査役監査の独立性及び客観性を高める目的で、社外監査役２名を選任しております。社外監査役

である西田隆二氏は弁護士法人西田法律事務所の代表社員でありますが、当社との間に特別な利害関係はあり

ません。社外監査役である海野理香氏は税理士法人アイビーパートナーズの代表社員税理士でありますが、当

社との間に特別の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、

証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 
③　社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

社外監査役は、内部監査室から必要に応じて内部監査結果について報告を受けるなど、適時に意見交換する

ことによって連携を図っております。また、会計監査人から会計監査の内容について報告を受けるなど、適時

に情報交換をすることによって連携を図っております。

監査役会は内部統制システムの状況を監視及び検証し、内部統制部門へ必要に応じて指摘・意見交換を行っ

ております。

 
(3) 【監査の状況】

①　監査役監査の状況

当社における監査役監査は、監査役会については常勤監査役１名と非常勤監査役２名で構成されており、毎

期策定される監査計画に基づき監査を行い、監査結果については月１回開催されている監査役会にて情報共有

を図っております。

なお、社外監査役の西田隆二氏は弁護士の資格を有しており、企業の法務に精通し、経営の監査及び監督を

行うに十分な知見を有しております。また、社外監査役の海野理香氏は税理士の資格を有しており、財務及び

会計、税務に関する十分な知見を有しております。

 
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況は次の通りであります。

役職名 氏名 出席状況

常勤監査役 奈須　義岳 13/13（100％）

社外監査役 西田　隆二 13/13（100％）

社外監査役 海野　理香 13/13（100％）
 

 
監査役会における主な検討事項は、監査報告の作成、監査方針・監査実施計画の決定、監査方法及び業務分

担の決定、会計監査人の選任に関する決定、会計監査人の報酬等に関する同意です。

監査役全員は、取締役会に出席し、議事運営・議事内容を確認し、必要により意見表明を行っております。

また、会計監査人と定期的に会合を持ち、監査計画、四半期及び期末の監査実施状況・監査結果について報告

を受けるとともに、重点監査領域について意見交換を行うなど密に連携を図っております。

常勤監査役は、営業会議、部課長会議等の重要な会議をはじめ、衛生委員会に出席しております。また、監

査役会で定めた監査方針、監査実施計画、業務分担等に従い、会計監査及び業務監査を行っております。内部

監査室とは、監査内容や監査結果について適時情報交換及び意見交換を行い、連携を強化しております。

 
②　内部監査の状況

当社の内部監査及び監査役監査の組織は、内部監査２名、監査役３名の体制としております。内部監査部門

を内部監査室とし、当該部署で内部監査を実施しております。内部監査においては、法令や社内規程等の遵守

状況、業務の効率性や適正性を監査しております。また、監査の結果報告を代表取締役社長に行い、各部門へ

業務改善案の提示やアドバイスも行っております。
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③　会計監査の状況

a.　監査法人の名称

有限責任監査法人トーマツ

 
b.　継続監査期間

2014年以降

 
c.　業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員　業務執行社員　伊藤　次男

指定有限責任社員　業務執行社員　室井　秀夫

 
d.　監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士６名、その他６名であります。

 
e.　監査法人の選定方針と理由

監査法人の選定に際しては、独立性・専門性等を有すること、審査体制が整備されていること及び効率的

な監査業務を実施できる一定の規模を有すること等を確認するとともに、監査計画並びに監査報酬の妥当性

等を勘案し、総合的に判断しております。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定め

る項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。

 
f.　監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の評価および選定基準を定め、これに基づき、会計監査が適切

に行われていることを確認しております。

 
④　監査報酬の内容等

a.　監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 20 ― 20 ―

連結子会社 ― ― ― ―

計 20 ― 20 ―
 

(注)当社における非監査業務の内容は以下のとおりであります。

(前連結会計年度)

該当事項はありません。

(当連結会計年度)

該当事項はありません。

 
b.　監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（a.を除く）

該当事項はありません。

 
c.　その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。
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d.　監査報酬の決定方針

当社の事業規模及び業務特性等を勘案の上策定された監査計画を基礎として監査役会の同意を得て決定し

ております。

 
e.　監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第１項の同意を

した理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切

であるかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について適切であると判断したため

であります。

 
(4) 【役員の報酬等】

①　役員報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針に関する事項

当社は、2021年２月19日開催の取締役会において、取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針を決議してお

ります。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等の内容は次のとおりであります。

a.基本方針

当社の取締役の報酬は、役位、職責、在任年数および当社の業績等に考慮しながら、適正な水準とするこ

とを基本方針としております。

なお、その報酬額については、2016年３月30日開催の第15回定時株主総会において、当社の取締役の報酬

限度額を年額250百万円以内（うち社外取締役は年額10百万円以内）で使用人分給与は含まないと決議してお

ります。

b.基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

当社の取締役の報酬は、月例の固定報酬のみとし、役位、職責、在任年数に応じて、他社の水準、当社の

業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。

c.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決

定に関する方針

当社の取締役の報酬は、金銭による月例の固定報酬のみであり、固定報酬が個人別の報酬等の全部を占め

ております。

d.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額については、社外取締役を含めた取締役会で議論し、取締役会決議にもとづき一任された

代表取締役社長が株主総会決議の範囲内で決定することとしております。

 
②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)
対象となる

役員の員数(人)
固定報酬 業績連動報酬

左記のうち、
非金銭報酬等

取締役
(社外取締役を除く)

132 132 ― ― 5

監査役
(社外監査役を除く)

6 6 ― ― 1

社外取締役 3 3 ― ― 1

社外監査役 3 3 ― ― 2
 

(注) １．報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。

２．役員退職慰労金はありません。

 
③　提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。
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(5) 【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、投資株式の区分について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的

として保有している株式を純投資目的である投資株式とし、その他の株式を純投資目的以外の投資株式に区分し

ております。

 
②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容

  当社は中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合に、取締役会で決議を行い、純投資目的以外の株

式を保有することがあります。保有する株式については、保有の意義、経済合理性等を定期的に検証しており

ますが、企業価値の向上に資すると認められない場合は、適時・適切に売却してまいります。

 

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

 
銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式 ― ―

非上場株式以外の株式 2 1
 

 
（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

　　該当事項はありません。

 
（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

　　該当事項はありません。

 
ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

　　　　　特定投資株式

　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

　　　　　
銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

株式会社宮崎太陽銀行
1,000 1,000 取引関係の維持・強化を目的

に保有しております。
無

1 0

株式会社Ｍｉｓｕｍｉ
100 100 取引関係の維持・強化を目的

に保有しております。
無

0 0
 

（注）定量的な保有効果については記載が困難であるため記載しておりません。保有の合理性は、保有目的、

経済合理性、取引状況等により検証しております。

 
　　 みなし保有株式

　　　 該当事項はありません。

 
③　保有目的が純投資目的である投資株式

　　該当事項はありません。

 
④　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

　　該当事項はありません。

 
⑤　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

　　該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

 

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に

基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、

「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

(3) 当社の連結財務諸表及び財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載して

おりましたが、当連結会計年度及び当事業年度より百万円単位で記載することに変更いたしました。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2022年１月１日から2022年12月31日ま

で)の連結財務諸表及び事業年度(2022年１月１日から2022年12月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人

トーマツによる監査を受けております。

 

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内

容を適切に把握し、会計基準等の変更について的確に対応することができる体制を整備するため、監査法人及び各種

団体が主催する研修会等に参加しております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2021年12月31日)

当連結会計年度
(2022年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 932 1,097

  売掛金 117 124

  営業貸付金 634 969

  商品及び製品 9 7

  原材料及び貯蔵品 58 114

  その他の棚卸資産 209 －

  前払費用 33 32

  その他 117 156

  貸倒引当金 △15 △14

  流動資産合計 2,097 2,488

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） ※１  611 ※１  586

   構築物（純額） ※１  129 ※１  118

   機械及び装置（純額） ※１  331 ※１  286

   車両運搬具（純額） ※１  0 ※１  0

   工具、器具及び備品（純額） ※１  16 ※１  12

   土地 236 236

   リース資産（純額） ※１  9 ※１  12

   有形固定資産合計 1,334 1,251

  無形固定資産   

   ソフトウエア 99 97

   その他 8 34

   無形固定資産合計 108 132

  投資その他の資産   

   投資有価証券 1 1

   長期前払費用 4 5

   繰延税金資産 18 0

   敷金及び保証金 266 262

   その他 124 140

   投資その他の資産合計 415 409

  固定資産合計 1,859 1,794

 資産合計 3,957 4,282
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2021年12月31日)

当連結会計年度
(2022年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 69 54

  短期借入金 ※２  150 ※２  450

  1年内返済予定の長期借入金 80 80

  リース債務 8 11

  未払金 60 61

  未払費用 81 79

  未払法人税等 17 24

  前受金 12 －

  契約負債 － 36

  預り金 372 406

  賞与引当金 5 4

  その他 48 37

  流動負債合計 906 1,245

 固定負債   

  長期借入金 415 335

  リース債務 8 20

  預り保証金 825 798

  資産除去債務 34 38

  長期未払金 46 32

  繰延税金負債 － 0

  退職給付に係る負債 － 18

  その他 3 4

  固定負債合計 1,334 1,248

 負債合計 2,241 2,494

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 995 996

  資本剰余金 925 926

  利益剰余金 △297 △234

  自己株式 △0 △0

  株主資本合計 1,624 1,688

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 △0 0

  為替換算調整勘定 17 23

  その他の包括利益累計額合計 17 23

 非支配株主持分 73 76

 純資産合計 1,715 1,788

負債純資産合計 3,957 4,282
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自 2021年１月１日
　至 2021年12月31日)

当連結会計年度
(自 2022年１月１日
　至 2022年12月31日)

売上高 ※１  2,132 ※１  1,921

売上原価 1,506 1,253

売上総利益 626 668

販売費及び一般管理費 ※２  767 ※２  723

営業損失（△） △140 △54

営業外収益   

 受取利息及び配当金 1 1

 預り保証金精算益 5 15

 固定資産売却益 － 34

 固定資産受贈益 － 38

 助成金収入 － 28

 その他 5 8

 営業外収益合計 11 127

営業外費用   

 支払利息 7 9

 固定資産除却損 1 0

 その他 3 1

 営業外費用合計 12 10

経常利益又は経常損失（△） △142 61

特別損失   

 退職給付費用 － 16

 減損損失 ※３  26 ※３  17

 特別損失合計 26 33

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△168 27

法人税、住民税及び事業税 9 14

法人税等調整額 △0 1

法人税等合計 9 16

当期純利益又は当期純損失（△） △177 10

非支配株主に帰属する当期純損失（△） △0 △0

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に
帰属する当期純損失（△）

△176 11
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【連結包括利益計算書】

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自 2021年１月１日
　至 2021年12月31日)

当連結会計年度
(自 2022年１月１日
　至 2022年12月31日)

当期純利益又は当期純損失（△） △177 10

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 0 0

 為替換算調整勘定 21 9

 その他の包括利益合計 ※１  21 ※１  9

包括利益 △155 20

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 △163 17

 非支配株主に係る包括利益 7 3
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)

 (単位：百万円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 995 925 △120 － 1,801

会計方針の変更によ

る累積的影響額
    －

会計方針の変更を反映

した当期首残高
995 925 △120 － 1,801

当期変動額      

新株の発行（新株予

約権の行使）
0 0   0

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）
  △176  △176

自己株式の取得    △0 △0

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

     

当期変動額合計 0 0 △176 △0 △176

当期末残高 995 925 △297 △0 1,624
 

 

 
その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
為替換算調整勘定

その他の包括利益累計

額合計

当期首残高 △0 4 4 65 1,871

会計方針の変更によ

る累積的影響額
    －

会計方針の変更を反映

した当期首残高
△0 4 4 65 1,871

当期変動額      

新株の発行（新株予

約権の行使）
    0

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）
    △176

自己株式の取得     △0

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

0 13 13 7 20

当期変動額合計 0 13 13 7 △155

当期末残高 △0 17 17 73 1,715
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当連結会計年度(自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)

 (単位：百万円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 995 925 △297 △0 1,624

会計方針の変更によ

る累積的影響額
  51  51

会計方針の変更を反映

した当期首残高
995 925 △245 △0 1,675

当期変動額      

新株の発行（新株予

約権の行使）
0 0   0

親会社株主に帰属す

る当期純利益
  11  11

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

     

当期変動額合計 0 0 11 － 12

当期末残高 996 926 △234 △0 1,688
 

 

 
その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
為替換算調整勘定

その他の包括利益累計

額合計

当期首残高 △0 17 17 73 1,715

会計方針の変更によ

る累積的影響額
    51

会計方針の変更を反映

した当期首残高
△0 17 17 73 1,767

当期変動額      

新株の発行（新株予

約権の行使）
    0

親会社株主に帰属す

る当期純利益
    11

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

0 5 5 3 9

当期変動額合計 0 5 5 3 21

当期末残高 0 23 23 76 1,788
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自 2021年１月１日
　至 2021年12月31日)

当連結会計年度
(自 2022年１月１日
　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

△168 27

 減価償却費 166 163

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 4 △0

 受取利息及び受取配当金 △1 △1

 支払利息 7 9

 預り保証金精算益 △5 △15

 固定資産受贈益 － △38

 有形固定資産売却損益（△は益） － △34

 助成金収入 － △28

 減損損失 26 17

 売上債権の増減額（△は増加） △4 △7

 営業貸付金の増減額（△は増加） △9 △13

 棚卸資産の増減額（△は増加） △13 △53

 仕入債務の増減額（△は減少） 9 △15

 賞与引当金の増減額（△は減少） 0 △1

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 18

 預り金の増減額（△は減少） 22 34

 その他 △49 △80

 小計 △14 △20

 利息及び配当金の受取額 0 0

 利息の支払額 △6 △8

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △10 △10

 助成金の受取額 － 28

 営業活動によるキャッシュ・フロー △30 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △159 △38

 有形固定資産の売却による収入 － 59

 無形固定資産の取得による支出 △33 △40

 敷金及び保証金の差入による支出 △3 △1

 預り保証金の受入による収入 37 31

 預り保証金の返還による支出 △20 △29

 その他 △19 △11

 投資活動によるキャッシュ・フロー △198 △29

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） △388 300

 長期借入れによる収入 400 －

 長期借入金の返済による支出 △73 △80

 長期未払金の返済による支出 － △14

 リース債務の返済による支出 △8 △10

 新株予約権の行使による株式の発行による収入 0 0

 配当金の支払額 △0 △0

 その他 △0 －

 財務活動によるキャッシュ・フロー △70 194

現金及び現金同等物に係る換算差額 20 9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △278 164

現金及び現金同等物の期首残高 1,211 932

現金及び現金同等物の期末残高 ※１  932 ※１  1,097
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【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１．連結の範囲に関する事項

すべての子会社を連結しております。

(1) 連結子会社の数

4社

連結子会社の名称

ＷＡＳＨＨＯＵＳＥフィナンシャル株式会社

一般社団法人全国コインランドリー管理業協会

ＷＡＳＨＨＯＵＳＥ（Ｔｈａｉｌａｎｄ） ＣＯ．，ＬＴＤ．

ＷＡＳＨＨＯＵＳＥ（Ｓｈａｎｄｏｎｇ） ＣＯ．，ＬＴＤ．

 

２．持分法の適用に関する事項

　　該当事項はありません。

 
３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

 

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

②　棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品

先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

(2) 製品

先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

(3) 仕掛品

個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

(4) 原材料

先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

(5) 貯蔵品

最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

 
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。ただし、建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以後に取得した建物

附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　　10～38年

機械及び装置　 　　　　 13年

車両運搬具　　　　　　　６年

工具、器具及び備品　４～20年
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②　無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）

に基づいております。

 
③　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しております。

 

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上しております。

 
(4)退職給付に係る会計処理の方法

当社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務

とする方法を用いた簡便法を適用しております。

 
(5)収益及び費用の計上基準

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を適用しており、約束した財又は

サービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識

することとしております。加盟金収入については、契約期間にわたって合理的な基準に基づき収益を認識するこ

ととしております。

 
(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。

 

(重要な会計上の見積り)

固定資産の減損

(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

 前連結会計年度 当連結会計年度

有形固定資産 1,334百万円 1,251百万円

減損損失 26百万円 17百万円
 

 
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループは減損損失の認識にあたってキャッシュ・フローを生み出す最小の単位として、主に直営店

舗を基本単位として、グルーピングを行っております。

直営店舗の将来キャッシュ・フローの見積りは、他のコインランドリー店舗との競合状況、直営店舗の認

知状況、気象・天候条件等により大きく影響を受けます。

これらの見積りにおいて用いた仮定が、将来の変動等により見直しが必要となった場合、翌連結会計年度

以降の連結財務諸表に影響を与える可能性があります。
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(会計方針の変更)

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該

財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

これにより、連結子会社であるＷＡＳＨＨＯＵＳＥフィナンシャル株式会社を利用したＦＣ店舗の出店にか

かる収入について、従来は契約条件に基づき債権を回収した時点で収益を認識しておりましたが、財又はサー

ビスを顧客に移転し当該履行義務が充足された一時点で収益を認識する方法に変更しております。

また、加盟金収入について、従来は受領時に収益を認識しておりましたが、契約期間にわたって合理的な基

準に基づき収益認識する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年

度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、利益剰余金の当期首残高は51百万円増加しております。また、当連結会計年度の税金等調整前当

期純利益は12百万円増加しております。１株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

前連結会計年度の連結貸借対照表において「流動負債」に表示していた「前受金」は当連結会計年度より

「契約負債」として表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従っ

て、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。

なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関

係」注記については記載しておりません。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が

定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる連結財務諸表に与える影

響はありません。

また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う

ことといたしました。

 
(未適用の会計基準等)

時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用

・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日）

 
(1) 概要

投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への

出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。

 
(2) 適用予定日

2023年12月期の期首より適用予定であります。

 
(3) 当該会計基準等の適用による影響

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による連結財務諸表に与える影響はありません。
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(表示方法の変更)

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度において、区分掲記していた有形固定資産の「減価償却累計額」は当連結会計年度におい

て、連結財務諸表の明瞭性を高めるため、各資産項目の金額から直接控除して表示しております。この表示

方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結財務諸表において、有形固定資産に表示していた「建物」785百万円、

「減価償却累計額」△173百万円、「構築物」169百万円、「減価償却累計額」△39百万円、「機械及び装

置」603百万円、「減価償却累計額」△272百万円、「車両運搬具」23百万円、「減価償却累計額」△22百万

円、「工具、器具及び備品」75百万円、「減価償却累計額」△58百万円、「リース資産」30百万円、「減価

償却累計額」△20百万円は、「建物（純額）」「構築物（純額）」「機械及び装置（純額）」「車両運搬具

（純額）」「工具、器具及び備品（純額）」「リース資産（純額）」として組替えております。

なお、前連結会計年度及び当連結会計年度における有形固定資産の「減価償却累計額」の金額は、「注記

事項（連結貸借対照表関係）」に記載のとおりであります。

 
（連結損益計算書関係）

当連結会計年度より、費目別に区分掲記していた「販売費及び一般管理費」について、連結損益計算書の

一覧性及び明瞭性を高めるため、「販売費及び一般管理費」として一括掲記する方法に変更しております。

この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結損益計算書の組替えを行っております。

なお、前連結会計年度及び当連結会計年度における販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、「注

記事項（連結損益計算書関係）」に記載のとおりであります。

 

(追加情報)

退職給付制度の導入

当社は、当連結会計年度において退職一時金制度を導入いたしました。

これに伴い、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務(自己都合退職による

期末要支給額)を退職給付に係る負債として計上しており、また、本制度導入に伴う影響額16百万円を特別損失

として計上しております。

 
(連結貸借対照表関係)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

（百万円）

 
前連結会計年度
(2021年12月31日)

当連結会計年度
(2022年12月31日)

有形固定資産の減価償却累計額 587 616
 

 
※２　当座貸越

当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しており

ます。

連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

（百万円）

 
前連結会計年度
(2021年12月31日)

当連結会計年度
(2022年12月31日)

当座貸越限度額 800 650

借入実行残高 150 450

差引額 650 200
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(連結損益計算書関係)

※１ 顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客

との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関係） １．顧客との契約から生じる収

益を分解した情報」に記載しております。

 
※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

(自　2021年１月１日
至　2021年12月31日)

当連結会計年度
(自　2022年１月１日
至　2022年12月31日)

役員報酬 138百万円 144百万円

給料及び手当 190　〃 183　〃

支払手数料 81　〃 94　〃

減価償却費 42　〃 45　〃
 

 

※３　減損損失

当社グループは下記の資産グループについて減損損失を計上しております。

 
前連結会計年度(自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)

地域 用途 種類 減損損失（百万円）

福岡県　１店舗
鹿児島県１店舗

店舗
建　物 19

構築物 6
 

 
当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小の単位に基づき、主に直営店舗を基本単位として、グ

ルーピングを行っております。

前連結会計年度において、収益性の低下した直営店舗のうち、営業活動から生じる損益が継続してマイナス

となっている資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（26百万

円）として特別損失に計上いたしました。

なお、当該資産の回収可能価額は、使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローが見込め

ないため、零としております。

 

当連結会計年度(自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)

地域 用途 種類 減損損失（百万円）

福岡県　１店舗
熊本県　１店舗
鹿児島県１店舗

店舗
建　物 15

構築物 1
 

 
当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小の単位に基づき、主に直営店舗を基本単位として、グ

ルーピングを行っております。

当連結会計年度において、収益性の低下した直営店舗のうち、営業活動から生じる損益が継続してマイナス

となっている資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（17百万

円）として特別損失に計上いたしました。

なお、当該資産の回収可能価額は、使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローが見込め

ないため、零としております。
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(連結包括利益計算書関係)

※１　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

  (百万円)

 
前連結会計年度

(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)

当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)

その他有価証券評価差額金   

  当期発生額 0 0

  組替調整額 － －

    税効果調整前 0 0

    税効果額 － －

   その他有価証券評価差額金 0 0

為替換算調整勘定   

　当期発生額 21 9

　組替調整額 － －

　　税効果調整前 21 9

　　税効果額 － －

　　為替換算調整勘定 21 9

その他の包括利益合計 21 9
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 6,898,800 12,000 － 6,910,800
 

（注）普通株式の増加の内訳は次のとおりであります。

ストック・オプションとしての新株予約権の権利行使による増加12,000株

 
２．自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) － 33 － 33
 

（変動事由の概要）

単元未満株式の買取りによる増加　33株

 
３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 
４．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

 
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

該当事項はありません。

 
当連結会計年度(自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 6,910,800 6,600 － 6,917,400
 

（注）普通株式の増加の内訳は次のとおりであります。

ストック・オプションとしての新株予約権の権利行使による増加6,600株

 
２．自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 33 － － 33
 

 
３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 
４．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

 
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

該当事項はありません。
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりで

あります。

 
前連結会計年度

(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)

当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)

現金及び預金 932百万円 1,097百万円

現金及び現金同等物 932百万円 1,097百万円
 

 

(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取り組み方針

当社グループは、資金運用については短期的な安全性の高い金融資産で運用しております。また、設備投資資

金等が手元資金でまかなえない場合は、銀行等金融機関から必要な資金を調達する方針であります。デリバティ

ブ取引は利用せず、投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は取引先の信用リスクに晒されております。営業貸付金は顧客の信用リスクに晒されて

おります。これはＦＣオーナーに対するものであり、期日管理及び残高管理を行っております。

投資有価証券は上場株式であり、四半期ごとに時価を把握しております。

敷金及び保証金は、主に事務所やコインランドリー店舗の賃借に伴うものであります。

営業債務である買掛金及び預り金は、１年以内の支払期日のものであります。

借入金のうち短期借入金は、運転資金に係る調達であり、長期借入金は、設備投資等に係る資金調達を目的と

したものであります。

預り保証金は、ＦＣ契約に基づき、ＦＣオーナーから預っている取引保証金等であり、ＦＣ契約を解消する場

合に返金する義務があります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社グループは、営業債権について、社内規程等に従い、営業担当者が主要な取引先の状況を定期的にモニ

タリングし、取引先相手ごとに期日及び残高管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把

握や軽減を図っております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織

り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

 
前連結会計年度(2021年12月31日)

 
連結貸借対照表計上額

(百万円)
時価

(百万円)
差額

(百万円)

(1) 営業貸付金 634 635 ０

(2) 投資有価証券    

 　 その他有価証券 １ １ ―

(3) 敷金及び保証金 266 258 △８

資産計 902 894 △８

(1) 長期借入金（注２） 496 497 ０

(2) 預り保証金 251 244 △６

負債計 747 741 △５
 

（注１）「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「短期借入金」「預り金」については、現金及び短期間で決済さ

れるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。

（注２）１年内返済予定の長期借入金を含んでいます。

 
当連結会計年度(2022年12月31日)

 
連結貸借対照表計上額

(百万円)
時価

(百万円)
差額

(百万円)

(1) 営業貸付金 969 965 △４

(2) 投資有価証券    

 　 その他有価証券 １ １ ―

(3) 敷金及び保証金 262 239 △23

資産計 1,233 1,206 △27

(1) 長期借入金（注２） 415 416 １

(2) 預り保証金 798 756 △42

負債計 1,214 1,173 41
 

（注１）「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「短期借入金」「預り金」については、現金及び短期間で決済さ

れるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。

（注２）１年内返済予定の長期借入金を含んでいます。
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類し

ております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定

の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係る

インプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する

レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 
(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

当連結会計年度（2022年12月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券     
その他有価証券     
株式 １ ― ― １

資産計 １ ― ― １
 

 
(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

当連結会計年度（2022年12月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

営業貸付金 ― 965 ― 965

敷金及び保証金 ― 239 ― 239

資産計 ― 1,204 ― 1,204

長期借入金 ― 416 ― 416

預り保証金 ― 756 ― 756

負債計 ― 1,173 ― 1,173
 

 
（注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレ

ベル１の時価に分類しております。

 
営業貸付金

営業貸付金の時価は、一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・フローと国債の利回り等適切な指標に

信用スプレッドを上乗せした利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しておりま

す。

 
敷金及び保証金

敷金及び保証金の時価は、一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・フローと国債の利回り等適切な指

標を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

 
長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現

在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

 
預り保証金

預り保証金の時価は、一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・フローと国債の利回り等適切な指標を

基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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(注２)　金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(2021年12月31日)

 
１年以内
(百万円)

１年超
５年以内
(百万円)

５年超
10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

現金及び預金 932 ― ― ―

売掛金 117 ― ― ―

営業貸付金 52 210 258 113

合計 1,102 210 258 113
 

 
当連結会計年度(2022年12月31日)

 
１年以内
(百万円)

１年超
５年以内
(百万円)

５年超
10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

現金及び預金 1,097 ― ― ―

売掛金 124 ― ― ―

営業貸付金 102 313 391 162

合計 1,324 313 391 162
 

 
(注３)　長期借入金の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度(2021年12月31日)

 
１年以内
(百万円)

１年超
２年以内
(百万円)

２年超
３年以内
(百万円)

３年超
４年以内
(百万円)

４年超
５年以内
(百万円)

５年超
(百万円)

長期借入金(※） 80 80 80 50 40 164

合計 80 80 80 50 40 164
 

　　　　（※）1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

 
当連結会計年度(2022年12月31日)

 
１年以内
(百万円)

１年超
２年以内
(百万円)

２年超
３年以内
(百万円)

３年超
４年以内
(百万円)

４年超
５年以内
(百万円)

５年超
(百万円)

長期借入金(※） 80 80 50 40 40 123

合計 80 80 50 40 40 123
 

　　　　（※）1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

 
(有価証券関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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(退職給付関係)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。

退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方

法を用いた簡便法を適用しております。

 
２．確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

（百万円）

 
前連結会計年度

(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)

当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)

退職給付に係る負債の期首残高 ― ―

退職給付費用 ― 18

退職給付に係る負債の期末残高 ― 18
 

　

(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

産の調整表

（百万円）

 
前連結会計年度
(2021年12月31日)

当連結会計年度
(2022年12月31日)

非積立型制度の退職給付債務 ― 18

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 ― 18

   

退職給付に係る負債 ― 18

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 ― 18
 

　

(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用　前連結会計年度　―百万円　　当連結会計年度18百万円
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(ストック・オプション等関係)

１．ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名

該当事項はありません

 
２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

2022年12月期において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株

式数に換算して記載しております。

 
(1) ストック・オプションの内容

 第10回新株予約権 第11回新株予約権 第12回新株予約権 第13回新株予約権

決議年月日 2013年12月24日 2013年12月24日 2016年７月26日 2016年７月26日

付与対象者の区分

及び人数

取締役４名

従業員９名
監査役１名

取締役４名

従業員35名
監査役３名

株式の種類及び付

与数　　
普通株式 130,000株 普通株式 19,000株 普通株式 30,000株 普通株式 1,400株

付与日 2013年12月27日 2013年12月27日 2016年８月５日 2016年８月５日

権利確定条件(注)

新株予約権発行時において当社取締役及び従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社

関係会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、相続により新

株予約権を取得した場合及びその他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。

対象勤務期間
対象勤務期間の定めは

ありません

対象勤務期間の定めは

ありません

対象勤務期間の定めは

ありません

対象勤務期間の定めは

ありません

権利行使期間
自　2015年12月27日

至　2023年12月18日

自　2013年12月27日

至　2023年12月18日

自　2018年８月５日

至　2026年７月20日

自　2016年８月５日

至　2026年７月20日
 

(注) 上記のほか、細目については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結す

る「新株予約権割当契約書」に定めております。
　

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

①　ストック・オプションの数

 第10回新株予約権 第11回新株予約権 第12回新株予約権 第13回新株予約権

決議年月日 2013年12月24日 2013年12月24日 2016年７月26日 2016年７月26日

権利確定前(株)     

前事業年度末 ― ― ― ―

付与 ― ― ― ―

失効 ― ― ― ―

権利確定 ― ― ― ―

未確定残 ― ― ― ―

権利確定後(株)     

前事業年度末 30,000 6,000 21,000 1,200

権利確定 ― ― ― ―

権利行使 4,000 2,000 600 ―

失効 ― ― ― ―

未行使残 26,000 4,000 20,400 1,200
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②　単価情報

 第10回新株予約権 第11回新株予約権 第12回新株予約権 第13回新株予約権

決議年月日 2013年12月24日 2013年12月24日 2016年７月26日 2016年７月26日

権利行使価格(円) 13 13 462 462

行 使 時 平 均 株 価
(円)

272 278 313 ―

付与日における
公 正 な 評 価 単 価
(円)

― ― ― ―

 

 
３．当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　該当事項はありません。

 
４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し

ております。

 

５．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度における本源的価値

の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の

合計額

(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額　　　　　　　　　 １百万円

(2) 当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額       １百万円
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(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 
前連結会計年度
(2021年12月31日)

 
当連結会計年度
(2022年12月31日)

繰延税金資産      

　税務上の繰越欠損金（注）２ 109百万円  106百万円

　退職給付に係る負債 ―  ５ 

　賞与引当金 １  １ 

　未払事業税 ２  ３ 

　契約負債 ―  ６ 

　減価償却費 ９  ９ 

　減損損失 15  19 

　貸倒引当金 ４  ４ 

　未実現利益調整額 23  ― 

　その他 15  17 

繰延税金資産小計 182  171 
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額
（注）２

△109  △106 

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当
額

△43  △55 

評価性引当額小計（注）１ △152  △162 

繰延税金資産合計 29  11 

      

繰延税金負債      

　資産除去債務に対応する除去費用 △11  △11 

繰延税金負債合計 △11  △11 

繰延税金資産純額 18  ０ 

繰延税金負債純額 ―  △０ 
 

（注）１．評価性引当額が10百万円増加しております。この増加の主な内容は、当社グループにおいて減損損失に係る

評価性引当額を４百万円、退職給付に係る評価性引当額を５百万円追加的に認識したこと等に伴うものであ

ります。

２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前連結会計年度（2021年12月31日）

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超
合計

（百万円）

税務上の繰越欠損金※ ― ― ― ― ― 109 109

評価性引当額 ― ― ― ― ― △109 △109

繰延税金資産 ― ― ― ― ― ― ―
 

※ 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

 
当連結会計年度（2022年12月31日）

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超
合計

（百万円）

税務上の繰越欠損金※ ― ― ― ― ２ 104 106

評価性引当額 ― ― ― ― △２ △104 △106

繰延税金資産 ― ― ― ― ― ― ―
 

※ 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

 
前連結会計年度
(2021年12月31日)

 
当連結会計年度
(2022年12月31日)

法定実効税率 ―  30.5％

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 ―  4.2％

住民税均等割 ―  21.9％

評価性引当額の増減 ―  5.7％

子会社の税率差異 ―  △0.9％

その他 ―  △0.8％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ―  60.7％
 

(注１) 前連結会計年度は、税金等調整前当期純損失であるため注記を省略しております。

 
(資産除去債務関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 
(賃貸等不動産関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 
(収益認識関係)

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　　当連結会計年度（自　2022年１月１日　至　2022年12月31日）

(単位：百万円)

区分 金額

ＦＣ部門 309

店舗運営部門 1,592

顧客との契約から生じる収益 1,902

その他の収益 19

外部顧客への売上高 1,921
 

その他の収益は、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく利息収入であります。

 
２．顧客との契約から生じる収益を理解する基礎となる情報

当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行

義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

・ＦＣ部門

当社グループのＦＣ部門おいては、コインランドリー機器等をパッケージングしたものを基本として販

売しており、顧客に引き渡した時点で収益を認識しております。

また、フランチャイズ加盟金については、加盟時に受領した対価を契約負債として認識し、契約期間に

わたり収益を認識しております。

上記収益は顧客との契約において約束された対価にて測定しております。対価については、履行義務の

充足前に受領しているため、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。

・店舗運営部門

当社グループではＦＣオーナー様と店舗管理委託契約を締結し、店舗の管理運営サービスを提供してお

り、当該契約に基づくサービスを提供した時点で収益を認識しております。

また、直営店舗における洗濯機、乾燥機のコインランドリーサービスの提供については、洗濯機、乾燥

機の利用料を顧客から収受し顧客にサービスを提供した時点で収益を認識しております。

上記収益は顧客との契約において約束された対価にて測定しております。対価については、履行義務の

充足時点から極めて短い期間で受領しているため、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
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３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計

年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に

関する情報

(1)顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高

(単位：百万円)

区分 期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 117 124

契約負債 12 36
 

契約負債は、契約期間にわたって合理的な基準に基づいて収益が認識される顧客から受領した前受金であ

ります。当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債の残高に含まれていた額は、12百

万円であります。

 
(2)残存履行義務に配分した取引価格

個別の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関す

る情報の記載を省略しております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループはコインランドリー事業を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、

セグメント情報の記載を省略しております。

 
【関連情報】

前連結会計年度(自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を

省略しております。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高はありませんので、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産はありませんので、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高が連結損益計算書の売上高の10％を占める相手先が

いないため、記載を省略しております。

 
当連結会計年度(自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を

省略しております。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高はありませんので、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産はありませんので、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高が連結損益計算書の売上高の10％を占める相手先が

いないため、記載を省略しております。

 
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)

当社グループはコインランドリー事業を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいた

め、セグメント情報の記載を省略しております。

 
当連結会計年度(自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)

当社グループはコインランドリー事業を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいた

め、セグメント情報の記載を省略しております。

 
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

 
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

１．関連当事者との取引

該当事項はありません。

 
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

 

(１株当たり情報)

 

 
前連結会計年度

(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)

当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)

１株当たり純資産額 237.66円 247.45円

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△)

△25.62円 1.70円

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

－円 1.69円
 

(注)１．前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当た

り当期純損失であるため記載しておりません。

２.「会計方針の変更」に記載のとおり、当連結会計年度から「収益認識に関する会計基準」等を適用しておりま

す。これによる当連結会計年度の１株当たり純資産額および１株当たり当期純利益に与える影響は軽微であ

ります。

３．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の

基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)

当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△)

  

親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失(△)(百万円)

△176 11

　普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

　普通株式に係る
親会社株主に帰属する当期純利益又は
普通株式に係る
親会社株主に帰属する当期純損失(△)(百万円)

△176 11

　普通株式の期中平均株式数(株) 6,899,720 6,912,013

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

親会社株主に帰属する当期純利益調整額(百万円） － －

普通株式増加数（株） － 28,750

（うち新株予約権）（株） (－) (28,750)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

－ －
 

　

４．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度
(2021年12月31日)

当連結会計年度
(2022年12月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 1,715 1,788

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 73 76

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 1,642 1,711

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式
の数(株)

6,910,767 6,917,367
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分
当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 150 450 1.0 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 80 80 1.0 ―

１年以内に返済予定のリース債務 8 11 ― ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く)

415 335 1.0
　2025年２月28日～
2031年１月27日

リース債務（１年以内に返済予定
のものを除く）

8 20 ―
　2024年10月１日～
　2027年３月25日　

その他有利子負債 ― ― ― ―

合計 663 896 ― ―
 

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

　　　なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連

結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算

日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分
１年超２年以内

(百万円)
２年超３年以内

(百万円)
３年超４年以内

(百万円)
４年超５年以内

(百万円)

長期借入金 80 50 40 40

リース債務 11 ４ ３ ０
 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計

年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
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(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高 (百万円) 505 974 1,412 1,921

税金等調整前
四半期(当期)純利益

(百万円) 20 8 7 27

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 14 2 0 11

１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) 2.16 0.32 0.11 1.70
 

 

(会計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失(△)

(円) 2.16 △1.84 △0.21 25.34
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前事業年度

(2021年12月31日)
当事業年度

(2022年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 701 864

  売掛金 114 123

  商品及び製品 9 7

  原材料及び貯蔵品 58 114

  前払費用 33 32

  その他 109 148

  貸倒引当金 △15 △9

  流動資産合計 1,011 1,279

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 611 586

   構築物（純額） 129 118

   機械及び装置（純額） 331 286

   車両運搬具（純額） 0 0

   工具、器具及び備品（純額） 16 12

   土地 236 236

   リース資産（純額） 9 12

   有形固定資産合計 1,334 1,251

  無形固定資産   

   ソフトウエア 99 97

   その他 8 34

   無形固定資産合計 108 132

  投資その他の資産   

   投資有価証券 1 1

   関係会社株式 163 163

   関係会社長期貸付金 910 910

   長期前払費用 4 5

   敷金及び保証金 266 262

   その他 124 140

   投資その他の資産合計 1,471 1,483

  固定資産合計 2,914 2,867

 資産合計 3,926 4,147
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           (単位：百万円)

          
前事業年度

(2021年12月31日)
当事業年度

(2022年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 69 54

  短期借入金 ※１  150 ※１  450

  １年内返済予定の長期借入金 80 80

  リース債務 8 11

  未払金 60 61

  未払費用 81 79

  未払法人税等 14 22

  前受金 12 －

  契約負債 － 36

  預り金 372 406

  賞与引当金 5 4

  その他 48 37

  流動負債合計 902 1,243

 固定負債   

  長期借入金 415 335

  リース債務 8 20

  長期未払金 46 32

  繰延税金負債 5 0

  預り保証金 825 798

  退職給付引当金 － 18

  資産除去債務 34 38

  その他 3 4

  固定負債合計 1,339 1,248

 負債合計 2,242 2,492

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 995 996

  資本剰余金   

   資本準備金 925 926

   資本剰余金合計 925 926

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 △238 △266

   利益剰余金合計 △238 △266

  自己株式 △0 △0

  株主資本合計 1,683 1,655

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 △0 0

  評価・換算差額等合計 △0 0

 純資産合計 1,683 1,655

負債純資産合計 3,926 4,147
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② 【損益計算書】

           (単位：百万円)

          前事業年度
(自 2021年１月１日
　至 2021年12月31日)

当事業年度
(自 2022年１月１日
　至 2022年12月31日)

売上高 2,085 1,901

売上原価 1,504 1,256

売上総利益 581 644

販売費及び一般管理費 ※１  743 ※１  709

営業損失（△） △161 △64

営業外収益   

 受取利息及び配当金 ※２  5 ※２  5

 預り保証金精算益 5 15

 固定資産売却益 － 34

 固定資産受贈益 － 38

 補助金収入 － 28

 その他 5 7

 営業外収益合計 16 131

営業外費用   

 支払利息 7 9

 固定資産除却損 1 0

 その他 4 1

 営業外費用合計 13 10

経常利益又は経常損失（△） △158 56

特別損失   

 退職給付費用 － 16

 減損損失 26 17

 特別損失合計 26 33

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △184 22

法人税、住民税及び事業税 6 11

法人税等調整額 △1 1

法人税等合計 5 13

当期純利益又は当期純損失（△） △190 9
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【売上原価明細書】

 

  
前事業年度

(自　2021年１月１日
　至　2021年12月31日)

当事業年度
(自　2022年１月１日
　至　2022年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

Ⅰ　商品原価        

１　期首商品棚卸高  ３   １   

２　当期商品仕入高  51   11   

合計  55   13   

３　他勘定振替高  ４   ―   

４　期末商品棚卸高  １ 49 3.3 ― 13 1.1

Ⅱ　サービス売上原価        

１　材料費  309   229   

２　労務費  466   460   

３　経費 ※ 616   454   

小計  1,392   1,145   

４　期首仕掛品棚卸高  ―   ―   

合計  1,392   1,145   

期末仕掛品棚卸高  ―  92.6 ― 1,145 91.1

Ⅲ　製品売上原価        

１　期首製品棚卸高  ―   ７   

２　当期製品製造原価  69   97   

合計  69   105   

３　期末製品棚卸高  ７ 62 4.1 ７ 98 7.8

売上原価   1,504 100.0  1,256 100.0
 

 
(注) ※　主な内訳は、次のとおりであります。

項目 前事業年度(百万円) 当事業年度(百万円)

広告宣伝費 147 24

地代家賃 116 108

水道光熱費 103 108
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【製造原価明細書】

  
前事業年度

(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)

当事業年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

Ⅰ  材料費  12 18.0 30 31.6

Ⅱ  労務費  ９ 13.3 12 12.7

Ⅲ  経費 ※ 48 68.7 54 55.7

    当期総製造費用  71 100.0 97 100.0

   仕掛品期首棚卸高  ―  ―  

合計  71  97  

   仕掛品期末棚卸高  ―  ―  

    他勘定振替高  １  ―  

   当期製品製造原価  69  97  

      
 

 

(注) ※ 主な内訳は、次のとおりであります。

 

項目 前事業年度(百万円) 当事業年度(百万円)

減価償却費 43 44

保険料 ２ ３

水道光熱費 １ ２
 

 

(原価計算の方法)

当社の原価計算は、総合原価計算による実際原価計算であります。
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③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)

 (単位：百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

当期首残高 995 925 925 △47 △47

会計方針の変更によ

る累積的影響額
     

会計方針の変更を反映

した当期首残高
995 925 925 △47 △47

当期変動額      

新株の発行（新株予

約権の行使）
0 0 0   

当期純損失（△）    △190 △190

自己株式の取得      

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

     

当期変動額合計 0 0 0 △190 △190

当期末残高 995 925 925 △238 △238
 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算差額等

合計

当期首残高 － 1,873 △0 △0 1,873

会計方針の変更によ

る累積的影響額
 －   －

会計方針の変更を反映

した当期首残高
－ 1,873 △0 △0 1,873

当期変動額      

新株の発行（新株予

約権の行使）
 0   0

当期純損失（△）  △190   △190

自己株式の取得 △0 △0   △0

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

  0 0 0

当期変動額合計 △0 △189 0 0 △189

当期末残高 △0 1,683 △0 △0 1,683
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当事業年度(自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)

 (単位：百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

当期首残高 995 925 925 △238 △238

会計方針の変更によ

る累積的影響額
   △37 △37

会計方針の変更を反映

した当期首残高
995 925 925 △275 △275

当期変動額      

新株の発行（新株予

約権の行使）
0 0 0   

当期純利益    9 9

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

     

当期変動額合計 0 0 0 9 9

当期末残高 996 926 926 △266 △266
 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算差額等

合計

当期首残高 △0 1,683 △0 △0 1,683

会計方針の変更によ

る累積的影響額
 △37   △37

会計方針の変更を反映

した当期首残高
△0 1,645 △0 △0 1,645

当期変動額      

新株の発行（新株予

約権の行使）
 0   0

当期純利益  9   9

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

  0 0 0

当期変動額合計 － 9 0 0 10

当期末残高 △0 1,655 0 0 1,655
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

(1) 子会社株式

移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品　

先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

(2) 製品　

先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

(3) 仕掛品　

個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

(4) 原材料　

先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

(5) 貯蔵品

最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

 

３．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)　

定率法を採用しております。　

ただし、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物について

は、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　　　10～38年

機械及び装置　　　　　　　13年

車両運搬具　　　　　　　　６年

工具、器具及び備品　 ４～20年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年)

に基づいております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しております。

 

４．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。　

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(自己都合退職による期末要支給額)を

計上しております。　
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５．収益及び費用の計上基準

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31日）等を適用しており、約束した財又は

サービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識

することとしております。加盟金収入については、契約期間にわたって合理的な基準に基づき収益を認識するこ

ととしております。

 

(重要な会計上の見積り)

固定資産の減損

(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

 前事業年度 当事業年度

有形固定資産 1,334百万円 1,251百万円

減損損失 26百万円 17百万円
 

 
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結財務諸表「注記事項（重要な会計上の見積り）固定資産の減損」に記載した内容と同一であります。

 
(会計方針の変更)

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財

又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

これにより、加盟金収入について、従来は受領時に収益を認識しておりましたが、契約期間にわたって合

理的な基準に基づき収益認識する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに

従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度

の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、利益剰余金の当期首残高は37百万円減少しております。また、当事業年度の税引前当期純利益

は12百万円増加しております。当事業年度の１株当たり純資産額および１株当たり当期純利益に与える影響

は軽微であります。

前事業年度の貸借対照表において「流動負債」に表示していた「前受金」は当事業年度より「契約負債」

として表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年

度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。

なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」

注記については記載しておりません。

 
（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と

いう。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等

が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影

響はありません。
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(表示方法の変更)

（貸借対照表関係）

前事業年度において、区分掲記していた有形固定資産の「減価償却累計額」は当事業年度において、連結

財務諸表の明瞭性を高めるため、各資産項目の金額から直接控除して表示しております。この表示方法の変

更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の財務諸表において、有形固定資産に表示していた「建物」785百万円、「減価償却

累計額」△173百万円、「構築物」169百万円、「減価償却累計額」△39百万円、「機械及び装置」603百万

円、「減価償却累計額」△272百万円、「車両運搬具」23百万円、「減価償却累計額」△22百万円、「工具、

器具及び備品」74百万円、「減価償却累計額」△58百万円、「リース資産」30百万円、「減価償却累計額」

△20百万円は、「建物（純額）」「構築物（純額）」「機械及び装置（純額）」「車両運搬具（純額）」

「工具、器具及び備品（純額）」「リース資産（純額）」として組替えております。

 
（損益計算書関係）

当事業年度より、費目別に区分掲記していた「販売費及び一般管理費」について、損益計算書の一覧性及

び明瞭性を高めるため、「販売費及び一般管理費」として一括掲記する方法に変更しております。この表示

方法の変更を反映させるため、前事業年度の損益計算書の組替えを行っております。

なお、前事業年度及び当事業年度における販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、「注記事項

（損益計算書関係）」に記載のとおりであります。

 

(追加情報)

退職給付制度の導入

当社は、当事業年度において退職一時金制度を導入いたしました。

これに伴い、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(自己都合退職による期

末要支給額)を退職給付引当金として計上しており、また、本制度導入に伴う影響額16百万円を特別損失とし

て計上しております。

 

(貸借対照表関係)

※１　当座貸越

当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。

事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

（百万円）

 
前事業年度

(2021年12月31日)
当事業年度

(2022年12月31日)

当座貸越限度額 800 650

借入実行残高 150 450

差引額 650 200
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(損益計算書関係)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)

当事業年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)

役員報酬 138百万円 144百万円

給料及び手当 185　〃 178 〃

支払手数料 81　〃 93 〃

減価償却費 42　〃 45 〃
 

 

おおよその割合

販売費 ９％ ４％

一般管理費 91〃 96〃
 

 
※２ 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額

  
前事業年度

(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)

当事業年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)

 営業取引以外の取引高 ５百万円 ５百万円
 

 
(有価証券関係)

前事業年度(2021年12月31日)

子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、子会社株式の時価

を記載しておりません。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。

  

区分
前事業年度
（百万円）

子会社株式 163

計 163
 

 
当事業年度(2022年12月31日)

子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。

なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。

  

区分
当事業年度
（百万円）

子会社株式 163

計 163
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(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
 

前事業年度
(2021年12月31日)

 
当事業年度

(2022年12月31日)

繰延税金資産      

税務上の繰越欠損金 109百万円  104百万円

賞与引当金 １  １ 

退職給与引当金 ―  ５ 

未払事業税 ２  ３ 

契約負債 ―  ６ 

減価償却費 ９  ９ 

減損損失 15  19 

貸倒引当金 ４  ２ 

その他 15  17 

繰延税金資産小計 158  170 
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額
 

△109  △104 

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △43  △54 

評価性引当額小計 △152  △159 

繰延税金資産合計 ６  11 

      

繰延税金負債      

資産除去債務に対応する除去費用 △11  △11 

繰延税金負債合計 △11  △11 

繰延税金負債純額 △５  △０ 
 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

 
前事業年度

(2021年12月31日)
 

当事業年度
(2022年12月31日)

法定実効税率 ―  30.5％

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 ―  5.1％

住民税均等割 ―  25.5％

評価性引当額の増減 ―  △1.9％

その他 ―  △1.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ―  58.3％
 

(注) 前事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。

 
(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関

係）」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。

 
(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
当期首
残　高
(百万円)

当　期
増加額
(百万円)

当　期
減少額

(百万円)

当期末
残　高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累

計額
(百万円)

当　期
償却額
(百万円)

差引当期末
残　高
(百万円)

有形固定資産        

　建物 785 44
64

(15)
764 178 39 586

　構築物 169 ９
15

(１)
162 44 13 118

　機械及び装置 603 26 40 589 303 66 286

　車両運搬具 23 ― ０ 22 22 ０ 0

　工具、器具及び備品 74 １ ３ 73 60 ４ 12

　土地 236 ― ― 236 ― ― 236

　リース資産 30 ９ 22 17 ５ ７ 12

有形固定資産計 1,922 91
146
(17)

1,866 615 132 1,251

無形固定資産        

　ソフトウエア 133 24 ― 158 60 27 97

　その他 ９ 40 10 39 ４ ３ 34

無形固定資産計 143 65 10 197 65 31 132

長期前払費用 13 １ ０ 15 10 １ ５
 

(注）１．建物の増加額は、主にＦＣ店舗の直営店化によるものであります。また、減少額は、主に直営店舗のＦＣ店化

によるものであります。

２．当期減少額の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 
【引当金明細表】

 

区分
当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金 15 ― ― ５ ９

賞与引当金 ５ ４ ５ ― ４

退職給付引当金 ― 18 ― ― 18
 

（注）貸倒引当金のその他減少額は、対象債権の回収によるものであります。

 
(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度 毎年１月１日から12月31日まで

定時株主総会 毎事業年度終了後３か月以内

基準日 毎年12月31日

剰余金の配当の基準日
毎年６月30日
毎年12月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

　　取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部

　　株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

　　取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国各支店

　　買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当社の公告は、電子公告により行います。やむを得ない事由により、電子公告による
ことができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。
なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおり
であります。http://www.wash-house.jp/

株主に対する特典 該当事項はありません。
 

(注)　当社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利を行使する

ことができない旨、定款に定めております。

(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利

(3) 募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度　第21期(自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)　2022年３月30日九州財務局長に提出。

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

2022年３月30日九州財務局長に提出。

(3) 四半期報告書及び確認書

第22期　第１四半期(自　2022年１月１日　至　2022年３月31日)　2022年５月11日九州財務局長に提出。

第22期　第２四半期(自　2022年４月１日　至　2022年６月30日)　2022年８月10日九州財務局長に提出。

第22期　第３四半期(自　2022年７月１日　至　2022年９月30日)　2022年11月９日九州財務局長に提出。

(4) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づ

く臨時報告書

2022年３月31日九州財務局長に提出。

(5) 有価証券報告書の訂正報告書及び確認書

事業年度　第20期(自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)　2022年８月26日九州財務局長に提出。

事業年度　第21期(自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)　2022年８月26日九州財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

 

2023年３月29日

ＷＡＳＨハウス株式会社

　取　締　役　会 　御　中

　
有限責任監査法人トーマツ

福　岡　事　務　所
 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 伊　　藤　　次　　男   

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 室　　井　　秀　　夫   

 

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるＷＡＳＨハウス株式会社の2022年１月１日から2022年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連

結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、Ｗ

ＡＳＨハウス株式会社及び連結子会社の2022年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責

任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重

要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見

の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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直営店舗の有形固定資産の減損損失の認識要否に係る判定の妥当性

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

会社はコインランドリー事業を展開するため、ＦＣ
オーナーが設備を所有するＦＣ店舗を出店するととも
に、自社で設備を所有のうえ直営店舗を運営している。
その結果、当連結会計年度の連結貸借対照表において、
有形固定資産1,251百万円を計上しており、当該金額は
連結総資産の29％を占めている。
連結財務諸表の「注記事項（重要な会計上の見積

り）」に記載のとおり、会社は主に直営店舗を基本単位
として資産グループを識別し、減損の兆候の有無を検討
している。また、減損の兆候のある資産グループについ
て、当該資産グループから得られる割引前将来キャッ
シュ・フローの総額と帳簿価額を比較し、減損損失の認
識要否の判定を行っている。
割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、経営者が

承認した事業計画を基礎として算定しているが、当該見
積りに用いた仮定は、他のコインランドリー店舗との競
合状況、直営店舗の認知状況、気象・天候状況等により
大きく影響を受ける。このため、見積りの不確実性が高
く、経営者による重要な判断が含まれる。
以上から、当監査法人は、直営店舗の有形固定資産の

減損損失の認識要否に係る判定の妥当性が、当連結会計
年度の監査において特に重要であり、監査上の主要な検
討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、直営店舗の有形固定資産の減損損失の
認識要否に係る判定の妥当性を検討するにあたり、主と
して以下の手続を実施した。
・　有形固定資産の減損損失の認識要否の判定に関する
会社の内部統制を理解した。

・　割引前将来キャッシュ・フローについて、その前提
となる事業計画との整合性を検討するとともに、経営
者が採用した見積方法の変更の有無を検討した。さら
に、過年度の割引前将来キャッシュ・フローと実績値
を比較し、経営者の見積りの信頼性の程度や不確実性
の程度を評価した。

・　直営店舗の事業環境及び事業計画を理解するため、
取締役会に報告されている資料等を閲覧し、その内容
が経営者の見積りの前提となっている事業環境と整合
しているかを評価するとともに、見積方法に変更が必
要となるような事象の有無を検討した。

・　経営者が採用した見積りの仮定について、経営者と
議論するとともに、過去実績からの趨勢分析、事業環
境並びに将来予測に関する監査人の理解と照らして、
見積りの合理性及び不確実の程度を評価した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責

任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ

のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手

続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ

適切な監査証拠を入手する。

・　連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性

及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど

うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表

の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連

結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手

した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ

る。

・　連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎

となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠

を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判

断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表

が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利

益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、ＷＡＳＨハウス株式会社の

2022年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、ＷＡＳＨハウス株式会社が2022年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上

記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し

て、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統

制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人

の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から

独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 
内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに

ある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施

する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択

及び適用される。

・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての

内部統制報告書の表示を検討する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査

人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対し

て責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、

識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項

について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
 

 

(注) １　上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

２　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

2023年３月29日

ＷＡＳＨハウス株式会社

　取　締　役　会 　御　中

　
有限責任監査法人トーマツ

福　岡　事　務　所
 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 伊　　藤　　次　　男   

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 室　　井　　秀　　夫   

 

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるＷＡＳＨハウス株式会社の2022年１月１日から2022年12月31日までの第22期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＷＡＳ

Ｈハウス株式会社の2022年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点

において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 
直営店舗の有形固定資産の減損損失の認識要否に係る判定の妥当性

連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項（直営店舗の有形固定資産の減損損失の認識

要否に係る判定の妥当性）と同一内容であるため、記載を省略している。
 

 
その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責

任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 
財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手

続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ

適切な監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性

及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事

項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し

て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基

づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や

会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事

項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ

れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回

ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 
以 上

 

(注) １　上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

２　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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